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派遣や事前特定行為を許され

に将来の市場予測は明るいと

の伸びであり，第２に派遣企

経過している。この間，派遣

や３割以上の企業がこの派遣

はまだ２％にすぎないとはい

た紹介予定派遣，あるいは医

言われる。それを支えている

業の急速な増加であり，第３

労働市場は着実に量的

形態の就労を活用して

え，直近の改定で解禁

療・介護・福祉関連の

のは，１つは派遣先企

に，この派遣関係の広

範な浸透のため

には若干の緊張
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をも含んだ緊密な連携があっ
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ら」）が消極的な派遣選択派

きた政府の役割であろう。こ

た。

重要な意志決定の過程に，そ

はほとんど関与しなかった。

な派遣選択派（「時間や家事，そ

（「正規雇用に付けなかったから

れら３者の間には，時

の直接の利害関係者の

たとえ，各種の派遣ア

の他やりたいこととの調
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していたとし

埒外におかれ

つとして賃金

派遣労働関係におけ

ても，労働組合や派遣労働者

るとすれば，ことは重大であ

があるが，労働者派遣契約と

る賃金決定と賃金構造の分析（横山

がこの関係の内容を決定す

る。たとえば，派遣労働者

派遣労働契約という二つの

）

る場から実質的に外され，

にとって最大の関心事の一

契約を介した複雑な三面関

係のもとにあ

て規律される

の個別的性格

る。この間接

深く眠ってい

派遣労働関

という特異

る派遣労働関係の下では，そ

派遣料金決定メカニズムの中

の強さと相俟って，集団的労

雇用という新しい就労形態の

る。

係の最も大きな矛盾は，「使

な関係の下で，「保護・保障」

の賃金決定は，派遣先企業

に，基本的に包摂されてい

使関係や交渉力の行使から

下では近代的労使関係の要

用されども雇用されず」，「雇

機能から遠い位置に立ち，産

と派遣企業との関係によっ

る。派遣労働は，その契約

はほど遠い所に位置してい

諦である労使自治の原則は

用されども使用されず」

業の「活用」機能に振り

回される派遣

正規労働者の

の連鎖の関

ら「非正規」

る大きな流

によっていま

っている機能

間接雇用の法

労働者の彷徨える状態，また

不安な状況，直接に競合する

係の中に，集中的に現れてい

をも不可欠な要素として取り

れが存在する。「例外」として

や「一般」となった「非正規

と役割は，その量的な比重を

認によって切り開かれた新し

その「活用」の拡大の下で

関係にたつ他の「非正規」

る。その底流には，「正規」に

込んだ労働関係への再編と

の「非正規」雇用から常用主

」雇用という展開である。

超えて，質的にますます大

い労働関係の出現によって

少なくない負の影響を被る

労働者や請負労働者との負

軸足を置いた労働関係か

いう全体のシステムに関す

義と直用主義原則の放棄

その流れの中で，派遣の担

きなものになりつつある
）
。

雇用と請負との境界はます

ます不明確に

は重大である

本稿の目的

造」の解禁な

な派遣労働関

考察を必要と

なり，それとともに労働基準
）
。

は，度重なる法改正，とりわ

どの制度改正によって大きな

係の質的な変化をもたらした

するが，ここではこの課題を

の階層化と空洞化がいっそ

け 年の派遣業務の原則

自由をえた派遣制度が，そ

かを明らかにすることであ

主に賃金関係に絞って分析

う推し進められていくこと

自由化， 年の「物の製

の市場拡大の中でどのよう

る。これは，本来，多面的

する。

第１節 労

第１表によ

のうち，「正

この「正規比

第１章 近年の派遣

働市場の「非正規化」と派遣

ると， 年（ 月 月の

規」雇用者は 万人，

率」は，高度成長がピークに

労働関係の変容と派遣賃金

労働市場の拡大

第四半期平均）では，雇用者人

％，「非正規」雇用者は

達する 年代後半期には

の動向

口 万人（役員を除く）

万人， ％を占める。

，男子では ％台半ばにな

り，女子でも

半に至るまで

って，急速に

子を中心に進

正規化」がす

％の水準に

ほぼ ％台を維持していた。

ほぼ ％の水準を維持してい

比率を低下させ， 年台半ば

展してきた。しかし， 年代

すみ，いまや男子の「正規雇

近づきつつある。

以降，男子はわずかな変動

たのとは対照的に，女子は

には ％まで低下した。こ

半ば以降，様相がかなり変

用」比率も ％にまで下が

を伴いつつも， 年代の後

年代後半の低成長期にあ

のように「非正規化」は女

わり男女ともに急速に「非

っている。女子に至っては
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表

表

上述の非正規

％，合わせ

いえ，パート等

雇用者の内訳をみると，パー

て ％，契約社員は 万人，

の構成比がここ３年間ほぼ

トが最も多く 万人，

％である。派遣は 万人

％で落ち着いている

％，バイトが 万人，

， ％にすぎないとは

のに対して，派遣の構

成比は ％．

とはいえ，今

厚生労働省の実

上昇が見込まれ

日本人材派遣

待しているのは

事前の特定目的

％， ％と，派遣法の改

後，派遣はパートに対して優

施した「平成 年就業構造の

る雇用形態はやはりパート

協会など派遣関連の人材ビジ

，業務としては解禁されたば

行為を許可された「紹介予定

正の影響もあって，急速に上

位に拡大するかというと，そ

多様化に関する総合実態調査

％であり，派遣は ％と

ネス業界が，今後最も伸びる

かりの「物の製造」であり，

派遣」である。後者について

昇している
）
。

うでもなさそうである。

結果」では，今後最も

かなり低い。

ことを予想し，また期

派遣のタイプとしては

は新卒派遣や第二新卒

派遣が関心の的

業務別に見た

が解禁されて，

増し， 年で

の逃亡という使

をすべて派遣に

である。

派遣の対前年比伸び率の実績

まだ１年半足らずしか経過し

は前年の約 倍に伸ばして

用者側の対応が反映している

切り替えるというのではな

では， 年３月に改正法が

ていないにも関わらず，製造

いる（第２表）。ここには，一

。しかし，このことは今後，

く，一時的・臨時的ニーズ，

施行され，「物の製造」

業務の派遣労働者が急

つには，偽装請負から

使用者が「製造業務」

ラインでの「混在」（使

（ ）

第１表

雇用者※１

非正規比率

パート比率

労働力の

派遣比率

「非正規化」の進展

年 年

状況
（万

年

人，％）

契約社員・嘱託比

その他※２

資料出所 総務省「労働
注記 ※１ 役員を

※２ 「その他

率

力詳細
除く雇
」は

調査」よ
用者数
「その他の

り作成

非正規」のこと

総実働者数

実 数 対前

年

年

第

年比

―

年

年

２表

実

職種別にみた派遣スタ

製 造 業 営業

数 対前年比 実 数

― ―

― ―

ッフ

・販

対

―

の実

売

前年

―

動者数の推移

ソフトウェア開発

比 実 数 対前年比

―

事

実

務用機

数

（人）

器操作

対前年比

―

資料出所 日本人材派遣協会
注記 数値は各年度の９月

「労
の
働者派
実績値

遣事業統計調査」（各年度の７ ９月期の報告）より作成



派遣労働関係における賃金決定と賃金構造の分析（横山）

表

表

用先直用工と

ーズ，社外従

るというよう

一方，営業

その後はほぼ

社外従業員との）のニーズ，単

業員に専任させるニーズ，一

な「棲み別け」が予想される

・販売業種は， 年には対

横這いで推移している。ソフ

発のニーズなどには派遣を活

定の数を組織して従事させ

。

前年比約 倍となり，さら

トウェア開発，事務用機器

用し，より中長期的なニ

るニーズには請負を活用す

なる拡大が期待されたが，

操作は対前年比 と

着実に増加し

第３表は，

ているかを見

いずれも今後

そのような状

る。派遣先の

難しいのでス

ている。

日本人材派遣協会の会員企業

た である。 年では，

とも拡大すると見る企業が多

況の中でも，新規登録者数と

ニーズや売り上げ予想が拡大

タッフ実 働率は上がるない

が今後の派遣に関連する経

派遣スタッフ実 動者数，売

い。先行きの市場に明るい

派遣料金についてはほぼ横

基調にあるにも関わらず，

しは上げるという判断であ

営指標をどのように予測し

上高，派遣先事業所数は，

展望をもっている。しかし，

這いという厳しい見方であ

新規登録者を確保するのは

ろう。 年からの時系列

の推移では，

が， 年６

者に関しては

ある。なお派

りのピッチで

第４表は上

この間，派遣事業社数と売

月改正，翌年３月施行の改正

，この間，状況は悪くなって

遣料金については， 年頃

状況が回復されているという

の表を地域別に見たものであ

上高とスタッフ実 動者数の

派遣法の及ぼした影響は大

いて，新規登録者の不足が

まではダンピング圧力が凄

認識が窺える。

る。地域の産業構成の違い

は急速に上昇している

きいのであろう。新規登録

強く意識されているようで

まじかったが，以後，かな

や経済活力の違いを反映し

（ ）

第３表 派

派遣先事業所数

新規登録者数

派遣スタッフ実 動者

派遣料金（１時間当た

売 上 高

数

り

遣企業

の平均

の経営指標予測（各年

年

）

月期

年

の予想，全国 ）

年 ※年 １

資料出所 日本人材派遣協会の
注記 ※１ この年度のみ

ポイント以

各
首
上

算式 増加回答数・横

年度「
都圏の
は増加
這い回

労働者派遣事業統計調査」（各
数値
， ポイント以下は減少

年

答数× 全回答数×

度の７ ９月期の報告）より作成

第４表

全地域

派遣先事業所数

新規登録者数
派遣スタッフ実
動者数

派遣料金（１時間

地域別に

北海道

当たりの平均）

売 上 高

みた派遣企業の経営指

東北 首都圏

標予測（

中部

年 月期の予測

関西 中国

）

四国 九州

資料出所 日本人材派遣協会「労働者派遣事業統計調査」（平成 年７ ９月期の報告）より作成



て，地域によっ

タイプに分けら

い集積を基盤に

立命館経済

てかなり異なった派遣の展開

れる。一つは首都圏と関西圏

，大量且つ高度の人材ニーズ

学（第 巻・第４号）

状況と将来見通しの違いが見

である。この両地域は，中枢

および，派遣関連資源の集積

られる。およそ４つの

的産業機能の蜜度の濃

地域であり，派遣先事

業所数，派遣ス

と派遣料金の見

構成比が他地域

不足が深刻に意

なる。一方，関

く，新規登録者

第２のタイプ

タッフ実 動者数，売上高，

通しについては，両地域でか

と比べて高く，常用型派遣労

識されている。派遣料金に関

西圏は首都圏に比べ，一般派

の確保にはかなり明るい見通

は，九州と北海道であり，ス

いずれも はかなり高い。

なり異なる。首都圏の派遣構

働者を中心に専門型派遣が多

しては，専門型が中心なので

遣事業の構成比が高く，従っ

しをもつが，派遣料金に関し

タッフ実 動数，売上高と

ただし，新規登録者数

造は特定派遣事業所の

いので，新規登録者の

，高含みという見方と

て登録型の構成比が高

てはほぼ横這いである。

も は高い。ただし，

両地域は，おの

り異なっている

大手派遣企業の

展開が見込まれ

あり，派遣先ニ

高の見通しはほ

以上のように

情がある。派遣

おのの地域の経済の状況の違

。第３のタイプは中国と東北

営業所展開の埒外におかれて

，売上高，派遣先ニーズ，新

ーズの見通しはかなり良いが

どほどとなる。

，派遣事業が大手を中心に今

業が専門派遣業務にのみ認め

いを反映して，派遣先企業の

であり，これらは，従来，派

いたが，今後は大手派遣会社

規登録者とも高い を示し

，派遣料金の見通しがかなり

日，全国展開を見せている背

られていた段階では，それら

ニーズへの見方はかな

遣元企業の集積が薄く，

の本格的な全国営業所

ている。第４は四国で

暗く，したがって売上

景には，次のような事

のニーズは都市に集中

する傾向があり

しかし，派遣が

小企業において

比較的小規模な

第２節 派遣

派遣法制定以

，地方においてはあまり見出

原則自由化されるとともに，

も，派遣のニーズが生まれ，

派遣会社の新規開業が進んで

労働関係の変質過程の特徴

降の約 年の歴史を経る中で

しえず，大手派遣業の地方展

一般派遣業務を中心に，地方

それに合わせて大手派遣会社

いる
）
。

，度重なる法改正と派遣労働

開は制約されていた。

の中核企業や地方の中

の全国展開や地方での

をめぐる実態関係の変

化によって，派

的とはしていな

係の特徴に関し

遣賃金決定をめ

りの簡単な整理

派遣 年の歴

は遂げつつある

遣労働関係の枢要なものは大

いが，本稿の直接の課題であ

ての的確な認識は不可欠であ

ぐる三者間関係の動態を解明

をしておく。

史の中で，派遣労働関係は，

といえる。労働者派遣法は本

きく変わった。本稿はこの課

る派遣賃金関係の分析におい

る。とりわけそれらは派遣賃

するための前提となるので，

およそ次の５点に及ぶ重要な

来，その名「労働者派遣事業

題の分析そのものを目

て，近年の派遣労働関

金構造や派遣料金・派

この点に関して著者な

変質を遂げた，あるい

の適正な運営の確保と

派遣労働者の就

働の「活用」の

労働法的な目的

かし，その後の

させ，ますます

の努力を後退さ

業条件の整備に関する法律」

条件を整備するという産業的

とを併せ持ち，両者をうまく

数次の改定を経て，派遣法は

派遣労働者への「保護」機能

せるものとなった。

が示すように，派遣事業を発

な目的と派遣労働者の「保護

バランスさせることをねらい

，産業的な「活用」の便宜を

の低下と「正規雇用」への負

展させるための派遣労

・保障」を図るという

として制定された。し

図るという側面を優先

の影響を回避するため

（ ）



常用代

派遣形態が

法には存在し

派遣労働関係におけ

替禁止原則の空洞化

正規雇用を浸食し，それに取

た。それは建て前だとしても

る賃金決定と賃金構造の分析（横山

って変わることを回避する

常用雇用維持の原則の表明

）

という思想が，元来，派遣

である。派遣の利用は一時

的・臨時的な

象業務の限定

の雇用申し込

則自由化され

一部も解禁さ

派遣契約の

が残るのを除

ものに限定し，長期導入はし

（専門派遣を派遣の一般型とす

み義務などであった。しかし

た。さらに 年改正では

れ，現在では禁止業務は港湾

期間制限も大幅に緩和され，

けば，ほぼ無期限である
）
。雇

ないという確認でもあった

る），派遣契約期間の制限，派

， 年改正で，対象業務

「物の製造業務」が解禁され

運送，建設，警備などごく

今日では「臨時的・一時的

用申し込み義務に関しては

。そのための仕掛けは，対

遣契約期間超えについて

の限定はほぼなくなり，原

，合わせて医療関連業務の

一部となった
）
。

業務」など３年の期間制限

，派遣契約期間に制限のあ

る業務につい

発生すること

ことが多い。

の，チェック

挙がっている

このように

力」になり，

派遣業

ては１年経過後，派遣契約期

になっているが，あくまで申

また，「専ら派遣」は常用代

の基準の一つとなっているが
）
。

常用代替化が進むと共に，派

恒常的な存在になりつつある

務の一般派遣化と派遣の若年

間の制限のない政令指定

し込み義務にすぎず，期待

替に がり易いとして，一般

，東京都労働局需給調整部

遣労働はもはや派遣先にと

。

女子化

業務は３年経過後に義務が

は持たせたが実行されない

派遣事業の許可に際して

の指導対象にも少なくなく

っての「補佐役」から「戦

この常用代

製造などさほ

被っているの

「良好な雇用

遣の身分に甘

業務時代

ったが，今日

替は，派遣労働者構成比率の

どの専門性を求められない業

は，上の三つの事務的業務で

機会」としての「正規雇用」

んじなければならない。しか

には，派遣の業務構造の中心

では前者の中心は上の四つに

高い一般事務，事務用機器

務を中心に確実に進行して

は若年女子，物の製造では

で，それらの業務に就労でき

も，かれらの中心的な活用

は専門派遣であり，派遣労

代表される一般派遣に変わ

操作，ファイリング，物の

いる。その犠牲を主として

若年男子である。従来なら

ていた彼女ら，彼らが派

者は大企業である。

働者構造の中心は男性であ

り，それとともに後者の主

軸も若年女性

今日では専門

ある。

派遣の

の派遣の

の割合はます

の不安定性は

に移った。しかし，製造業務

派遣における男性中心構造，

登録型派遣化と雇用の不安定

業務構造と派遣労働者構造の

ます高まり，現在では８割を

この型に特有な「雇用関係の

の解禁によってこの分野へ

一般派遣における男女の職

性・賃金の低位性

変化と関連しつつ，派遣労

超えている。とくに女子で

断続性」（派遣先の変更の都度

の若年男性の進出が進み，

域分離の構造が確立しつつ

働者の中での登録型労働者

は高い。この登録型の雇用

，雇用関係の成立と消滅を繰

り返す）に規

その賃金の低

契約」を迫ら

化するという

派遣と

実際は派遣

定されるが，これは登録型派

位性にも がる。また，近年

れ，派遣契約期間は短縮化す

極めて不安定な状況に追いや

請負の境界の不明確化

でありながら請負を装う（「

遣労働者の「権利」と「保障

，一般派遣業務を中心に多

るが，実際には反復更新を

られている。

偽装請負」），派遣労働者への部

」を侵害するとともに，

くの派遣労働者が「細切れ

通して通算派遣期間は長期

分的な使用者責任さえ回

（ ）



避するため業者

る。間接雇用な

実態上は成り立

立命館経済

への転換を迫る（「偽装雇用」

る概念そのものが曖昧であり

ち難い概念であり，種々の混

学（第 巻・第４号）

）など両者間の境界はますま

，この法認は法解釈上の観念

乱した関係を生み出すのは不

す不明確になりつつあ

の世界ではありえても，

思議ではない。当初か

ら製造業請負に

し，管理するこ

派遣事業

現在，二重派

いえる。とくに

目的行為の禁止

区別する上での

おいて，派遣先企業がその経

とは予想し易いことであった

の労働者供給事業への実態的

遣や偽装請負を含め，派遣の

，この点に関わって重要なの

に関わることである。この禁

重要な事項の一つである。も

営の合理性を求めて，請負労

。

な接近

実質的な意味での労働者供給

は派遣法 条７項の定める派

止規定は，ある意味では派遣

し，派遣先が派遣労働者を事

働者を直接に指揮命令

事業化が進んでいると

遣における事前の特定

業を労働者供給事業と

前に履歴書送付や面接

の実施によって

であれば，派遣

供給事業である

実際，派遣元

ースが少なくな

９日中間報告，回

％がイエスと回

年３月施

選ぶなら，それは実質的に採

労働者は派遣元および派遣先

ことが疑われる
）
。

は派遣先との打ち合わせなど

い。民主法律家協会派遣労働

答数 名）によると，派遣前

答し，またその ％が面接の

行の改正派遣法で紹介予定派

用行為に当たり，当然そこに

との二重の雇用関係の下にあ

と称して，事前に派遣労働者

研究会が実施した「派遣労働

に派遣先によって面接を受け

結果断られたとしている
）
。

遣での特定目的行為の禁止が

雇用関係が想定される。

ることになり，労働者

を派遣先に赴かせるケ

実態調査」（ 年５月

たかという設問に

解かれたが，これは，

特定行為が実質

あくまで予約で

第３節で示すよ

解禁を利用する

以上，５点の

賃金決定との関

必要な論点に関

的に多くの派遣業務で広がり

あって，派遣契約終了時に双

うに実際の成約率は ％前後

目的だけで，紹介予定派遣を

うち， ， ， については

わりの中で，より詳しく検討

わるデータのみを次の第３節

うる可能性を与えることにな

方の意向が合致しなければ，

にすぎない。可能性としては

選ぶこともありうる。

，おのおの後の各章各節にお

するが， ， については，

で示しておく。

った。紹介予定派遣は

直用採用は成立しない。

，派遣先が特定行為の

いて，派遣料金や派遣

本稿での分析にとって

第３節 注目

登録型派

上記にて派遣

をしたが，その

専門性の如何，

で検討するので

すべき派遣労働の新しい様相

遣労働者の多様化

労働者の登録型化，しかも登

ような全体状況の下にあって

賃金水準において相応の階層

，ここでは雇用の安定度でみ

録型派遣労働者の全体として

，なお登録型派遣労働者の中

性が見られる。専門性と賃金

る登録型派遣労働の多様性に

の不安定化という指摘

に，その雇用の安定度，

水準に関しては第２章

限定して，データを示

しておく。

この両表（第

断基準として重

単契約のグルー

契約かで安定度

も不安定である

５表，第６表）から雇用の安定

視するかで結果は異なる。こ

プとその他の複数契約のグル

は極端に異なる。６つのグル

。次いで，他の４つのタイプ

度を順位付けることは簡単で

こでは以下，著者なりの判断

ープとにわける。前者につい

ープ全体の中でも， は最も

の中でのランク付けであるが

はない。どの要素を判

を示す。先ず ， の

ては，長期契約か短期

安定的であり， は最

，先ず実態とは離れて

（ ）



派遣労働関係における賃金決定と賃金構造の分析（横山）

表

表

論理的に安定

着度である。

度を仮定しておく。その際の

したがって，「派遣先定着・

基準は，第１は派遣先定着

派遣元固定」が最も安定的タ

度であり，第２は派遣元定

イプであり，次いで，「派

遣先定着・

動」となる。

この仮定さ

安定度」を

「過程として

， となる

の順にな

派遣元移動」，さらに「派遣先

つまりランク付けは ， ，

れたランク付けが実態と照

測る尺度として「平均総就労

の安定度」を測る尺度として

。「全体の空白率」を「総合

る。なお，「２ケ月以上空白者

移動・派遣元定着」，最後に

， である。

らして妥当か，検証される必

期間」を採ると，その順位は

「平均契約回数」を採ると，

としての安定度」の尺度とす

比率」や「２週間未満空白者

「派遣先移動・派遣元移

要がある。「結果としての

， ， ， である。

順位は上と同じ ， ，

ると，これも ， ， ，

比率」では順位はおのお

の ， ，

ただ，この２

以上，総合

， ， は

体のおよそ

もちろん，こ

， と ， ， ， となり

つの結果は，その時の事情に

してランクは ， ， ，

中位の安定グループ， はも

％を占め，中位グループが約

こでの「安定」，「中位」，「不

，上の結果と異なるが，こ

左右され，その都度大きく

， ， となる。 と は

っとも不安定なグループと

％，もっとも不安定なグ

安定」というのは，登録型

の判断はここでは留保する。

ブレることが考えられる。

もっとも安定したグループ，

する。安定的グループが全

ループが ％ほどである。

派遣労働者は全体として不

（ ）

タイプ 構成比（

第５表

％） 平

登録型派遣労働者の雇

均総就労期間 平均契約
（ケ月） （回

用

回

の安定度

数 空白）

別のタイプ分け

発生率（％） ２カ月以上
者の構成比

空白 ２週間
（％） 者の構

未満空白
成比（％）

総 計

資料出所 日本人材派遣協
注記 ［タイプ分けの基

「派遣元固定
「派遣元固定

会
準
・更
・再

「登録型労
］
新・派遣先
契約・派遣

―

働者の就労実態調査」（平成

定着型」 「派遣元移
先移動型」 「派遣元移

―

動
動

年９月 日

・再契約・
・再契約・

― ―

）より作成

派遣先定着型」 「単契
派遣先移動型」 「単契

約
約
・期間満了型
・期間満了型

―

・長期契約」
・短期契約」

順位

空白発生率（低い順に

２カ月以上空白者の構

２週間未満空白者の構

第６表

）

成

成

比（低い

比（高い

平均総就労期間（長い

平均契約回数（少ない

順

順

に）

）

登録型派遣労働者の雇用

１位

順に）

順に）

の安定度

２位

※１ ※１

別のタイプ分け

３位 ４位 ５位 ６位

資料出所 第５表を加工
注記 ※１はともに１回で同順位である



安定であるとい

このように

述したように，

立命館経済

う基本的な特徴を持つなかで

「登録型派遣労働者の多様化」

派遣労働者全体の中で，登録

学（第 巻・第４号）

の規定であるから，相対的で

を指摘したのは，次の２つの

型が量的にも，質的にもます

あることを断っておく。

理由による。一つは前

ます重要な位置と意味

をもつ状況で，

ることである。

録型の多様化」

降「派遣の一般派

その「女性化」

は，近年急展開

とに拠っている

派遣労働問題は登録型派遣労

これを「派遣労働の登録型化

が進む二つは，専門派遣から

遣化」と呼ぶ），「派遣労働の

が「登録型化」にいっそう拍

を見ている事務系派遣におい

。「事務は登録型」，「事務は

働問題であるという性格をよ

」と呼ぶ。この「派遣労働の

一般派遣へと派遣業務の主軸

登録型化」は「派遣労働の女

車をかけるという相乗作用が

て主たる担い手である女性の

女性」，「女性は登録型」が

り濃く帯びててきてい

登録型化」の中で「登

がシフトする中で（以

性化」を伴って進行し，

働くことである。それ

多くが登録型であるこ

相乗して，「派遣の女性

化」，「派遣の一

働における「男

されることの確

ことは「派遣の

「物の製造業務

て登録型の形態

遣労働の中に一

このように多

般派遣化」，「派遣の登録型化

性職」としての「物の製造業

定，その後の制限撤廃さえ予

女性化」を緩和させること

」の派遣は製造請負との切り

で進むからである。つまり業

定のヒエラルキーが形成され

様な形態と中身を含みつつ

」これら三つが並行して進展

務」については， 年に期

想される中，今後急拡大が見

になっても，「派遣の登録型化

わけによって主として「臨時

務の内容と供給主体の性別属

る。

「派遣の登録型化」が進展し，

する。さらに，派遣労

間制限が３年間に延長

込まれているが，この

」を阻むことはない。

的・一時的派遣」とし

性によって，登録型派

今後さらに加速される

ことが予測され

会審議で議論さ

することが期待

紹介予定

ここでは，紹

しいシステムの

限定された範囲

る。こうして派遣労働問題が

れた登録型の禁止あるいは登

される
）
。

派遣（ ）の展開

介予定派遣の実 動者数およ

今後の発展の可能性とそれが

ではあるが明らかにしてみた

登録型派遣労働問題に収斂す

録型への特別保護措置の必要

び成約率の推移，業務展開の

雇用の安定化に資するもので

い。

るとともに， 年国

性をめぐる議論が再燃

状況を概括し，この新

あるのかを探ることを，

まず， 年

らの紹介予定派

導入に際し，そ

より効率的な需

いシステムとな

者の一方的移籍

は手数料支払い

から行政指針によって承認さ

遣制度における事前特定行為

の根拠とされた主張は次の二

給の調整が図れ，派遣先・派

るという主張である。二つは

勧誘行為（「パクリ」）を規制

義務が発生するので，派遣元

れた紹介予定派遣制度の導入

の解禁の意味を一般的に説明

点であった。一つは，紹介と

遣元・派遣労働者の三者のい

，この制度の創設によって，

するとともに，採用が決定し

の事業の活性化に資するとい

の意味および 年か

しておく。この制度の

派遣を結合することで，

ずれにとっても好まし

派遣先による派遣労働

た場合，派遣先企業に

う主張であった。

これらの主張

ると以下となる

ことによってそ

クを少なく，し

とっては派遣マ

派遣労働者にと

を踏まえつつ，事前特定行為

。紹介予定派遣制度は，紹介

れらを一体化させるものであ

かも募集・採用費等のコスト

ージンとは別に紹介手数料を

っては間接雇用と直接雇用と

を許された紹介予定派遣制度

と派遣という本来独立した事

り，派遣先にとっては，必要

をかけずに確保する効果的な

確保でき，事業活性化に資す

の橋渡しの役割を果たす希望

の特徴と意味を整理す

業と行為を連続させる

な労働力を選択のリス

方法であり，派遣元に

る魅力的事業であり，

の星であるなどと言わ

（ ）



れる。しかし

既に欧米では

派遣先にと

派遣労働関係におけ

，これは三者にとって本当に

定着した制度であり実績もあ

っては，これは次の意味で歓

る賃金決定と賃金構造の分析（横山

望ましいシステムなのか。

るが，日本のこの制度にも

迎すべきものとなる。この

）

確かに紹介予定派遣制度は

それを期待できるのか。

制度は必要な労働力を事前

と事後の二重

優良な労働力

定とは，派遣

遣会社から集

行なわれる事

できるか否か

利益も得られ

の特定行為を経て採用でき，

を募集・採用コストをかけず

前に事前面接や履歴書送付，

まった複数の派遣候補者から

後の特定では，６ケ月まで可

の最終的な判断を行なうので

る。一つは本来の試用工なら

不良な労働力を採用するリ

により確実に確保する効果

時には試験の実施によって

派遣労働力を厳選すること

能な派遣期間を実質的に試

ある
）
。ここでは，派遣先企

必要となる解雇コストを負

スクを軽減できるとともに，

的な手段となる。事前の特

，同じ派遣会社や異なる派

である。そのうえでさらに

用期間として活用し，採用

業はさらに付随する三つの

担しない。二つは採用の際

の雇用形態に

約社員やパー

ことを事前に

で広い範囲で

が，実際的に

者が派遣先企

派遣労働者

いてはより激

ついては，直用という限定が

トの選択 も含めて自由に選

約束しても，派遣先は採用す

事前特定行為を行なうことが

は規制は難しい。現に，紹介

業による事前面接をうけてい

にとっては，今述べた派遣先

化された競争が公然と行なわ

あるのみで必ずしも正社員

ぶことができる。三つは，

る自由を留保されているの

可能となる。それはもちろ

予定派遣ではない通常派遣

ることは前に紹介した通り

の利益とは反対の不利益が

れる。派遣法 条７項の事

に限定されず，派遣先は契

たとえ紹介予定派遣である

で，この形式を整えること

ん法に違反する行為である

において， ％の派遣労働

である。

発生する。事前の特定にお

前の特定行為禁止規定の下

では，派遣労

っていて，建

労働者が事前

者本人が自ら

しても少ない

わせている。

はない。

働者は派遣元においてのみ特

て前として派遣労働者間の競

面接を受けているし，その約

の意志で事前面接を受けるこ

。大半は派遣元が派遣先の意

しかもこのような半ば公然化

定化され，派遣先において

争は緩和されることになる

６割が不合格になっている

とは否定していないが，そ

向を酌んで，事前打ち合わ

した法違反に対しても，労

は特定化されないことにな

。しかし，現実には ％の

。もちろん 条７項は労働

のようなケースはあったと

せと称して派遣先に出向か

働局の指導はあまり有効で

また，第７

ら直接雇用へ

いとは思えな

いて，派遣の

のみを目的と

ライアンスが

分なので，あ

表の示すように実際の成約率

の掛け橋とはなっていない。

い。なお第８表のように，紹

大半を占める一般派遣には及

した「偽装紹介予定派遣」の

十分であればそれは杞憂では

えて紹介予定派遣を偽装しな

は低く，紹介予定派遣は決

データはないが，そのうち

介予定派遣の求人は高い専

んでいない。なお，このこ

横行は杞憂にすぎないこと

終わらない。皮肉なことに

くても，現実に特定行為は

して信頼にたる間接雇用か

の正規社員の比率もそう高

門性を持つ業務に限られて

とは前述した事前特定行為

を意味する。もし，コンプ

，コンプライアンスが不十

半ば公然と行なえるのであ

る。

派遣元にと

特定化のミス

し，デメリッ

からより多く

は紹介予定派

っては，事前特定化が公認さ

の責任を軽減させ，延いては

トもある。一つは，事前面接

の派遣候補者を集め，派遣元

遣導入の際，賛成派の根拠と

れることは，顧客に選ばせ

顧客との安定的関係を築く

が公認されることで，派遣

間の競争を激化させること

もなった次のような主張と

ることで，自らに原因する

うえでプラスである。しか

先は公然と複数の派遣会社

になる。第二のデメリット

関連している。それは，紹

（ ）
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表

表

介予定派遣制度

展に資するとい

遣元には手数料

の創設によって，派遣先によ

うものであった。紹介制度が

が支払われ，そのインセンテ

る派遣労働者の「パクリ」を

セットされれば，ただ取りを

ィブが派遣元の活性化に が

防止し，派遣企業の発

防げ，採用の時には派

ることはありうる。し

かし，その手数

功報酬であるが

否かは基本的に

業務が限られて

合，手数料にあ

元・派遣労働者

先主導の制度で

料収入が安定的に確保される

，その成約率が概して低いこ

派遣先の意向に関わっている

いることも影響している。二

まり期待はできないことで

の三者の共通の利益に叶った

あるといえる。

保障はない。そのことは，一

とに拠っている。その成約率

ことに関係している。さらに

つには，成約が正規雇用であ

ある。以上を総合すると，こ

合理的需給システムであると

つには手数料収入は成

の低さは，採用するか

，成約の可能性のある

る保障はなく，その場

の制度は派遣先・派遣

はいえず，かなり派遣

次に，事前特

特定行為自体は

行為である。ど

のが通例であり

るいは禁止せざ

ある。その点は

定行為問題の意味はより深い

他のファクターと切り放して

のような契約であろうと，契

，合理的である。にも拘らず

るをえないのか。そこに派遣

第２節の で指摘した通りで

ところにあることに触れなけ

考えれば，通常の契約におい

約においては契約の内容と当

，なぜ派遣契約においては禁

制度そのものに内在する不自

ある。

ればならない。事前の

てはごく自然の合理的

事者を事前に確認する

止されているのか，あ

然さ，ないしは矛盾が

（ ）

第７表 紹

紹介予定

実数

年

年

年

年

介予定派

派遣実

対前

遣の実 動者数と成約

動者 紹介予定派遣成

年比 実数 対

―

率の推移

約件数

前年比

―

（人，％）

成約率
（ ）

資料出所 日本人材派遣協会
カ月後の見通し」より

注記 実 動者実数と成約
この調査は協会の主

「労働者派
作成
件数実数
要会員

遣事業統計調査の報告―平成

はいずれも各年の９月の実績
社を対象とした調査である

値

年度７

である

９月期の実績と３

０％程度

一般事務，受付，
オペレーター データ
入力，テレマーケティ
ング，販売・接客，組
立・加工・検査，発送

営
秘
プ
ワ
保

・引越・ドライバー ー
医

第８表

業事務
書，
ログラ
ーク・
守・運
，旅行
療事務

職種別にみた紹介予

％程度

，貿易事務，
オープン系
マー，ネット
エンジニアー，
用，デザイナ

総務事
系

ー，イ
ィネー
ィング

定

務

ン
タ
・

業・添乗員，

派遣関

％程度

，経理
プロ
テリア
ー，マ
市場調

連の情報掲載率

％程度

財務，
グラマ
コーデ
ーケテ
査

制御系
プログラ
マー

営
画

％

業
営

程度

・企
業

％程度

薬剤師

資料出所 派遣ジョブのホーム
注記 情報掲載率 掲載

た派遣求人の割合

ペ
され
ージの
ている

データーより作成
派遣会社の派遣求人総数の内，各々の該当職種について，紹介予定派遣の求人を掲載してい



最後に，前

表のように，

芳しくなく，

派遣労働関係におけ

出の第７表及び第８表から見

紹介予定派遣制度は 年の

伸び率は横這いに近かった。

る賃金決定と賃金構造の分析（横山

える現在の紹介予定派遣の

指針で初めて導入されたが

）

特徴を整理しておく。第７

，当初，導入実績はあまり

しかし，

で，派遣先企

とそれに伴

は ％と

されたが，こ

主にどのよう

をなしている

年施行の改正法によって

業にとって「使い勝手の良い

う実 動者は急増した。実

大幅に増えている
）
。また，こ

のこともその増加に一部寄与

な形態で活用されているかに

のは新卒派遣や第二新卒派遣

紹介予定派遣に限って特定（

」システムになり，これを

動者数は 年では対前年比

の時の改定では，医師・看護

しているであろうと思われ

ついては，この調査からは

であろう。

目的）行為が許されたこと

契機に紹介予定派遣の利用

で ％，さらに翌年に

士の紹介予定派遣も解禁

る。なお，紹介予定派遣が

知る由はないが，その中心

このように

が許されて

まで増えてい

ント近く低下

第８表によ

率が正の相関

と薬剤師は高

験と豊富な知

実 動者数は急増を見ている

いなかった 年の水準に接

るのだが，それは，実 動者

したのである。

って，情報掲載率を使って紹

的な関係を示していること

度な専門性を必要とされる業

識とコミュニケーション能

が，成約率については

近している。確かに，成約件

の増加率 ％を大きく下

介予定派遣の求人状況を見

が良くわかる。 ％程度以上

務であるし，営業企画は一

力が求められる。一方，一般

年度には低下し，特定行為

数は対前年比で ％に

回るので成約率は３％ポイ

ると，専門性の高さと求人

の制御系 プログラマー

流であるためには十分な経

事務，受付， オペレー

タ，データ入

の求人は皆無

第４節 派

業務別

派遣賃金に

「派遣労働者

力，組立・加工・検査など今

である。

遣労働の賃金水準と賃金構造

派遣賃金

関する詳細で且つ新しく，信

実態調査」（ 年）は調査対

の派遣の主流になっている

頼のおけるデータはあまり

象数は十分であるが，職種別

一般派遣には紹介予定派遣

見出せない
）
。厚生労働省の

の詳しいデータは得られ

ない。東京都

水社の「求人

そこで，より

ジョブ」を活

第９表は派

ものである

上位５位を独

労働局の「労働者派遣実態調

広告に表示された職種別賃金

詳しくかつ新しいデータを得

用し，現在の派遣賃金水準の

遣賃金を業務系列別に見たも

。第 表によると，賃金ラン

占する。その他では英文事務

査」（ 年）はややデータ

」は集計社数が「 数社」

るため，あえて人材派遣会

実勢に迫る。

のであり，第 表はそれを

ク上位 位では， 系のソフ

・国際事務，秘書，広報・

が古くなっている。内藤一

とあり，信頼性に欠ける。

社の仕事情報サイト「派遣

賃金ランクごとに整理した

トウェア開発関連がほぼ

経営企画など高度な専門性

を要する事務

較上位に位置

査などアクテ

軽アクティブ

であり，中位

務の困難度と

オフィス系，通訳・翻訳や薬

する。下位ランク 位では，

ィブ系単純労働が最も下位に

系単純作業と受付，医療事務

よりやや下に位置している。

深く相関し，最高のオープ

剤師など専門技術あるいは

配送・引越・ドライバー，仕

位置し，イベントスタッフ

などデスク系単純作業がそ

このように派遣賃金の水準

ン系 プログラマーと最下位

資格と結びついた業務が比

分・梱包，加工・組立・検

系作業，販売・接客などの

れに続く。一般事務は 位

は業務の専門性の高さや業

の配送・引越・ドライバ

（ ）
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表

ーとの間には倍

れる。なお，需

とは一定の対応

この賃金階層

とを導きだしう

学歴女性も含む

性を中心とする

近い格差がある。その間には

給との対応関係を見るべく，

が見られるとしても，今の賃

性を業務別の労働力配分の特

る。上位は主として高学歴・

高度事務系専門職，中位に主

アクティブ系と短大卒を含む

多層的な賃金ランクに位置す

ここに掲載数も示したが，こ

金水準の階層性とは直接結び

性（詳しくは第１章第５節）と

男性によって担われる高度技

として高学歴女性による一般

高卒女性を中心とする軽デス

る多数の業務が配置さ

れは短期の賃金変動率

つかない。

関連させると，次のこ

術専門職，副次的に高

事務職，下位に高卒男

クワーク系となる。こ

れに，おのおの

せると，以下と

って担われる一

めつつあるアク

て担われ，賃金

高学歴女性を含

の業務の派遣労働者全体の中

なる。今日，量的に見て，最

般事務など事務系業務は賃金

ティブ系業務及び軽デスク系

ランクの最下層に位置する。

みつつ高学歴男性を中心に担

での構成比（詳しくは第１章

も中心的派遣業務であり，主

ランクのほぼ中位に位置し，

業務などは主として高卒の男

最も少ない構成比を示す高度

われ，賃金ランクは上位に位

第５節）の特徴を関連さ

として高学歴女性によ

次いで大きな比重を占

性及び高卒女性によっ

な専門派遣業務は一部

置する。大きく見れば，

（ ）

【事務 オフィスワーク系
一般事務
営業事務
総務・人事
銀行・証券・生損保事務

第

平均時

】

貿易事務
英文事務・国際事務

９表 業務別派遣賃金

給 掲載数 賃金ラ
ンク※１

評
保

デ

（全国の

価・テス
守・運用
【クリエ
オペ

ザイナー

編
デザイ

集 広告 マ

平均時給）

平均時

ト

ティブ系】
レータ―

給 掲載数

ナー 製作
スコミクリエーター

（円，件，位）

賃金ラ
ンク※１

経理・財務
秘書
受付
広報・経営企画
オペレーター データ入
【専門技術系】

通訳・翻訳
オペレーター 設計 製

力

図
インストラクター 講師

イ
【
営
テ
ス
マ
販

ンテリア
営業 販売
業・企画
レマーケティン
ーパーバ
ーケティ
売・接客

デモンストレ
イベントス

コーディネータ
サービス系】
営業
グ テレオペレーター
イザー
ング 市場調査

ーション 販売促進
タッフ 軽作業

研究開発・実験・検査
【 系】

オープン系 プログラ
系 プログラマ

汎用系 プログラマ
制御系 プログラマ
ネットワークエンジニ
ユーザサポート ヘルプデス

ア

マ

ク

資料出所 派遣ジョブ
注記 この数値は派遣ジョブに掲載

旅

医
薬

加
仕
配

行業務・
【医

療事務
剤師
【アク
工・組立
分け・梱
送・引越

より作成
された求人派遣賃金の全国平均の時給で

添乗員
療系】

ティブ系】
・検査
包
・ドライバー

ある。これは 年 月現在の値である。
このサイトでは平
※１ 賃金ランキ

マー，
運用を，おの

均

系
お

時給はグ
ングにおい

プログ
の一つの

ラフでの表示しか示されてな
ては，業務の内容・性格が類
ラマー，汎用系 プログ
グループとして扱った。

ラ

いので，下
似し，賃金
マー，制御

二ケタはやや正確さを欠く。
水準も掲載数も同じである
系 プログラマーを，ま

オ
た
ープン系
評価・テス

プログラ
ト，保守・



派
遣
労
働
関
係
に
お
け
る
賃
金
決
定
と
賃
金
構
造
の
分
析
（
横
山
）

表

（
）

）位，数件，円

クン
ラ金賃金賃数載掲

市

グ

場

ー

作

コ

タ

軽

ミ

４※

。た

ンラ数載掲
クン
ラ金賃 ンキ

位下 ）位

師剤薬 ２※

画企営経・報広

査調
・グンィテケーマ

金

業
フッタストンベイ

師講・
クラトスンイ

３※

包梱・分仕

リク
スマ・告広・集編

タエ

務事療医

査検・立組・工加

員乗添・務業行旅

師剤薬はでここ，がる せさ表代にあが

キンラの金賃遣派の別

位
グンキンラ

グン

賃数載掲）位
数

務

ジンンエクーワ

務

上

務

事

ト

事

載

業

務

客

図
・ーターレペ

・グンィテケ

製
オ

接

財

ーターレ

ク
ヘ・トーポサ

・

・

ス
ー

ペ
ー

業営画

デ
ザ

オ
マ

・

デ・ーターレ

ーターネィデーコアリ
さ表代に

ーナイザデ，
。たせ

力
ペ

企

たせさ表代で書秘
ー
テ

い
，

。た
。

入
オ

・

省
が
タク
ン

第 表

位
グンキン
）位 金賃間時

ブイラド・越

掲

包

引

下
ラ

ッネ

般一

アニ

金

務

梱

業営

軽・フッタス

事

・

・

査検・立

理経

客

売販

ョシーレト

接

組

ト

計設

進
ン

レテ
レテン

・

・

ン

促
ス

プル
ーユ

乗添・

売

ネィデーコア

業営

５※

ター

ーパース，ーバイラド
，がるあ

イ，ーザイバ
はでここ ラトスンイ

リ

務

数載掲も進促売販
が
・

じ同も
るあでじ同と
らか表のこ，がるあで力

・

ー
テ

業

入
ン
訳
越

位
グンキン
）位 金賃間時

系ンプー

賃

ーマラグロ １※ 送配

１※トステ・価

ラ

師剤

分仕

金

療医

クーワトッ

薬

評

プ
オ

上

アニジ
エ

訳翻・訳

業作
ベイ

プル
トーポサザー

工加

クスデ 売販

・
ナイザデ
作製

際国・務事文

販・
モデ

務

ヘ
ユ

通

ン
ネ

付受

書

事
英

ー

画企営経・報

行旅

ター
ンイ

１※表前１
工加を表９

務業の５数載掲２
照参

載掲３
引・送配に他は

数 翻・訳通に他は務業の
，務業書秘４

※
※
※
第

５
ョシーレトスンモデ

おな ターデ・ーターレペオ※
※

４

位３

位１

位１

賃

広

秘９

位８

位７

位６

位５

位

位９

位

記注
所出料資
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表

多層的というよ

以上のように

味でそれは職種

賃金格差はない

結果的には性・

派遣賃金

派遣求人賃金

りは３層で捉えられる。

，派遣賃金水準は基本的には

賃金であり，同業務の派遣で

。ただし，各業務への労働力

学歴による複雑な賃金格差と

の短期変化

の短期の変動パターンは，月

業務の求める専門性の高さに

あれば，性差，学歴差，年齢

の配分原理はかなり属人要素

して現象している。

単位で大きく変化するものか

対応している。この意

差など属人要素による

と結びついているので，

ら，１年間を通してほ

とんど変化しな

第２章第２節で

検討するが，こ

変化の方向性と

線，中心線・傾

這い，右上がり

を測り，「振幅

いものまで，その業務の内容

，派遣賃金の数年間の単位で

こでは１年間をとって，年初

幅を基準に，いくつかのタイ

向線が引けるか否かで大別し

，右下がりで別ける。さらに

のほとんどないもの」（０ 数

・性格と需給動向の違いを反

の変化については，中期的変

と年末での水準の変化，月単

プに分類する。第 表では，

，さらに傾向線の引けるもの

，そのおのおのについて変化

％），数％から５％の「小変

映してまちまちである。

動としてその原因等を

位の変化の有無，その

先ず変化の基軸となる

については，それを横

の山と谷の幅の大きさ

化」，５％から ％程度

の「中変化」，

一方，傾向線

は変動しないも

けをする。

全体を見ると

型），「傾向線有

％以上の「大変化」を区分

の引けないものについては，

のにものに別け，おのおのに

，およそ次の五つのタイプに

り・横這い・小変化」（ 型

する。

全くの不規則変化と特定の月

ついて最高・最低倍率によっ

別けられる。「傾向線有り・

），「傾向線有り・横這い・中

のみ大きく変化し，後

て変化幅を見て類型別

横這い・変化無し」（

変化」 型，「傾向線有

（ ）

（０

傾
向

横這い傾向

一般
経理
テレ
ユー
ヘル

無

事
・
マ
ザ
プ

し
数％程

務，営
財務，
ーケテ
ーサポ
デスク

線
有
右上がり傾向 ――

第 表 派遣賃金の１年

度）
小変化

（数％ ５％程

業事務，
秘書，
ィング，
ート，

総務・人事，加
組立・仕分け，
旅行業務・添乗

オペレー

間

度

工
受
員
タ

の変化

）

・
付，
，
ー

銀
業
画
ー

―― 営
売

パターン

中変化
（５ ％程度）

行・証券・生損保
務，広報・経営企
， デザイナ
・ 製 作，
オペレーター

通

（

訳・

大変
％程度

翻訳

業・企画営業，販
・接客 ――

化
以上）

り
右下がり傾向

傾
向
線
無

不規則変化

オペ

し ※１

レー

――

特定月変化 ――

ター インテリアコー
ネーター

――

ディ 研
査

貿―― 国

究開発・実験・検 ネ
ニ
ド
ス
売

――
編
ミ
パ
テ

ット
ア，
ライ
トレ
促進

集・
クリ
バイ
ィン

易事務，英文事務，

ワー
配送
バー
ーシ
，薬

広告
エー
ザー
グ・

際事務 ――

クエンジ
・引越・
，デモン
ョン・販
剤師

・マスコ
タ，スー
，マーケ
市場調査

資料出所 前出「派遣ジョブサ
注記 年 月から

※１ 例えば３月だ

イ
年
け

ト」よ
月ま
急激に

り作成
での各月の賃金の変化率の推
上昇し，翌月には３月以前の

移を
水準

みたも
にまで

のである。
急降下し，以降そのまま推移するケースなどである。



派遣労働関係における賃金決定と賃金構造の分析（横山）

表

り・右下がり

代表的な派

・大変化」（ 型），「傾向線

遣業務の変化のパターンは以

無し・不規則変化・大変化」

下である。一般事務，営業

（ 型）である。

事務，テレマーケティング

などの一般派

立・仕分けや

ザイナー・

う 型であり

を伴う 型で

である。

派遣賃

遣でさほど高い専門性を求め

受付など単純業務について

製作，広報・経営企画な

，ネットワークエンジニア，

あり，編集・広告・マスコミ

金の地域構造

られない業務については

は 型であり，いずれも比較

どは中心軸は変わらないが月

デモンストレーションなど

クリエータ等は不規則でし

型である。また，加工・組

的安定している。 デ

単位で中程度の変化を伴

は右下がりで，大きな変化

かも大きな変化を見る 型

第 表によ

しない業務の

けられない。

い。

専門派遣業

定して展開

倍に過ぎ

ると，「物の製造」（加工・組

派遣賃金の地域間格差は，そ

最高と最低の倍率は，「加工

務でも，オープン系 プロ

しているものはほとんど格差

ない。一方，一般事務，営

立・検査）や受付等一般派遣

の業務の展開する地域の限

・組立・検査」で 倍，「

グラマー，研究開発，秘書な

がない。最高・最低倍率はお

業事務，販売・接客， オ

業務で特に専門性を必要と

定もあって，ほとんど見受

受付」でも 倍に過ぎな

ど関東，東海，近畿に限

のおの 倍， 倍，

ペレーター・設計・製図，

経理・財務な

ともあって賃

倍， 倍で

やや全国的な

金に近いとい

どやや専門性をも求められる

金差が概して大きい。おのお

ある。格差が小さく平準化し

相場形成に近い。格差が大き

える。

業務については，ほとんど

のの最高・最低倍率は

ている前者は職種賃金とし

い後者はローカル市場の影

の地域に求人が存在するこ

倍， 倍， 倍，

ての性格を表わしていて，

響をより強くうけた地域賃

（ ）

一
般
派

一 般 事

営 業 事

加工・組立・検

務

務

査

販 売 ・ 接 客遣

受 付

第

北海
・東

表 代表的な派遣業務

道
北

北陸
信越 関 東 東

―

の

― ―

地域別

海 近

派遣賃金※１

畿 中 国 四 国

―※２

―

― ―

― ―

― ―

九州
沖縄

―

―

（円，倍）

最高
最低

専
門
派
遣

オ―プン系 プログラマ

研 究 開

オペレ―タ 設計 製

経 理 ・ 財

秘

資料出所 前出「派遣ジョブサ

ー

発

図

務

書

イト」
注記 ※１ 代表的な派遣

順に，一般派遣
※２ 「―」は，掲

業
と
載

務を厚
専門派
件数が

― ―

― ―

―

― ― ―

生労働省「派遣労働者実態調
遣とに区別し，各々五つづつ
件以内であり，ここでは集計

査」
選び
さ

（ 年
出した
れていな

― ―

― ―

―

― ―

―

―

―

―

８月実施）より，派遣労働者
。
い。

の構成比の高い業務の
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表

派遣賃金とパート賃金の比較

先ず，東京の

に専門性の高い

大阪についても

とんどないばか

専門的な知識や

設計など専門性

しかし，この

パート賃金を見ると，パート

ソフトウェア開発と機械設計

ほぼ当てはまる。物の製造，

りか，事務用機器操作，財務

経験を求められるものでも，

の高い業務では個人の資質や

パート賃金と東京の派遣賃金

の賃金相場形成力の強さを窺

を除いて，最低と最高の格差

介護，販売，建築物清掃など

処理，一般事務などの高度と

差は概して小さい。一方，ソ

能力のバラツキを反映して，

２とを対照すると，違いが明

わせる（第 表）。とく

はあまりない。これは

単純作業でこの差がほ

はいえないが，一定の

フトウェア開発，機械

比較的格差は大きい。

瞭である。パートであ

まり差の付かな

純労働あるいは

フトウェア開発

格がパート賃金

と能力をベース

下層の水準はパ

かった事務用機器操作，案内

半熟練労働でも，最低と最高

ではその差は３倍である。こ

のようなより市場賃金的なも

とした個人賃金の色彩を色濃

ートの下限の水準とおよそ近

・受付・駐車場管理等，販売

でおのおの２倍前後の格差が

のような派遣賃金の開きの大

の，相場に強く影響されるも

く持っているものと言えよう

接する関係にあるということ

，一般事務のような単

ある。専門性の高いソ

きさは，この賃金の性

のとは異なって，職種
）
。なお，派遣賃金の最

は，派遣賃金の下限設

（ ）

ソフトウェア開

機 械 設

発

計

第 表

派遣賃

政
令

事 務 用 機 器 操

フ ァ イ リ ン

作

グ

職種別にみた派遣賃

金
派遣賃金２（東京）

最低 最高

― ―

金と

パ

パ―

ート

下限

― ― ―

ト賃金との比較

賃金（東京） パート賃金

上限 下限

―

（大

上

阪）

限

―

― ― ―

（円）

学生バイ
ト賃金
（関東）

―

業
務
調

案内 受付 駐車場管

財 務 処

建 築 物 清

業
販

査

理

理

掃

売

務
以
外
の
業

一 般 事

介

務

護

― ―

― ―

―

―

― ―

― ―

― ―

―

―

務 物 の 製

資料出所 派遣賃金１ 厚生労
派遣賃金２ 内藤一
パ―ト賃金 公共職
学生バイト賃金 学
この四つの調査より

注記 上表の職種分類は
遣労働者実態調査」の
パ―トでは上から順

造

働
水
業
生
作
「派
分
に，

販売関連事務員，一般事

省「派
社「求
安定所
援護会
成
遣労働
類とは
情報処
務，社

種がなかったので除
・ クラ―ク・ファ
介護福祉士，機器製
金」の中から，上か

いて
イ
造工
ら順

いる。
リング
（組立
に

― ―

遣労働者実態調査」（ 年８
人広告に表示された職種別賃
の求人表に記載された賃金（
調査（ 年）

実態調査」の分類に基づいて
異なっているが，類似した職
理技術者，機械・電機技術者

月実
金」

いる
種を
，事

会福祉専門の職業，電機機器組立

施）
（ 年
年 月

。「パ―
選び出
務用機
修理を

バイトでは，上から順に，シ
，調査・アンケ―ト員，受付
・加工）を選んでいる。なお
設計・オペレーター，デー

ステ
，経
派遣
ター

ム関連
理事務
賃金２
入力・

）
）

ト調査」と「援護会調査」の
して，比較している。
器操作，会計事務員，居住施

職

設
選んでいる。ただし，表中の空欄

種の分類

・ビル管
箇所は

システムエンジニア，入力オ
・財務事務，清掃・衛生，販
では内藤一水社の「求人広告
文書作成，受付・案内，経理

ペ
売ス
に表
事務

レ―タ―
タッフ
示され
（日本

は各々「派

理，営業・
類似する職
， 事務
，一般事務，
た職種別賃
語），販売，

一般事務を選んでいる。
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表 ，

定は市場のパ

派遣賃

第 表 と

ている。第１

ートやバイトの相場に影響を

金と正社員賃金の比較

第 表 は標準労働者賃金と

章第５節で明らかにするよう

受けているといえる。

派遣賃金との比較を試みた

に，派遣労働者の業務別分

ものであるが，少し工夫し

布は性と学歴によって分離

される傾向が

する。同様に

者ではソフト

標準労働者賃

歳の年

第 表で

いるのを除く

有る。例えば最終学歴が短大

，高卒男子の派遣労働者は物

ウェア開発または営業に比較

金と物の製造業務の派遣賃金

齢階層を第１年齢階層，

は，ソフトウェア開発業務の

と，派遣業務賃金はすべての

卒女子と大卒女子の派遣労

の製造業務に従事する者が

的集中する傾向がある。そ

とを比較するという方法を

歳を第２年齢階層，

派遣賃金が大卒男子の第１

年齢階層で比較対象とする

働者は主に一般事務に従事

多く，大卒男子の派遣労働

こで，たとえば高卒男子の

用いる。以下説明の都合上，

歳を第３年齢階層と呼ぶ。

年齢階層の賃金を上回って

グループの標準労働者賃金

を下回ってい

標準労働者の

る。さらに細

物の製造業

齢に伴いこの

この格差は，

る。しかも，すべての派遣業

場合，年功賃金の影響で加齢

かく特徴を見る。

務の派遣賃金は，高卒標準労

格差は急速に拡大する。 歳

どの年齢階層においても，こ

務で，第一年齢階層での賃

に伴って加給するので，加

働者との比較で， 歳代前

代後半の３割強を経て，

こで取り上げた５つの比較

金格差は比較的小さいが，

齢と共にその格差は拡大す

半で既に２割ほど低く，加

代前半には４割強となる。

の中でもっとも大きい。一

（ ）

第 表

高校卒

男

歳

歳

歳

年齢・

女

資料出所 厚生労働省「賃金構
賃金 所定内給与

造基本統

性・学歴別標準労働者の

高専・短大卒

男 女

賃金

大

男

計調査」（ 年）より作成

（千円）

学卒

女

第 表

×

歳

歳

派遣賃

×

歳

注記 前表を下で示した派遣賃金を使っ

金と標準労働者賃金の

×

比較

×

て加工した。

（％）

×

派遣時給を次の算式で月

派 遣 時 給（円）

派遣月例賃金（千円）

資料出所 厚生労働省「

例賃金に

一般事

派遣労働者

換算した。派遣月例賃金 派

務 物の製造 ソフト

実態調査」（ 年）

遣

ウ

時給× 時

ェア開発

間× 。

営 業



般事務の派遣賃

１割５分と比較

％まで広

立命館経済

金は，短大卒女子・大卒女子

的小さな格差だが，第２年齢

がる。ソフトウェア開発の派

学（第 巻・第４号）

の標準労働者との比較で，第

階層では ％前後にまで拡大

遣賃金は第１年齢階層では大

１年齢階層では１割

し，第３年齢階層では

卒男女を１割弱上回っ

ているが，加齢

は，第１年齢階

層の段階では２

まとめると，

当初から派遣４

開発の派遣賃金

るのが一般事務

とともに逆転し， 歳代前半

層では標準労働者賃金との格

割近い格差が生まれ，第３年

標準労働者に対する派遣労

業務の中で最も低く，第３年

は最初はむしろ逆格差があり

派遣と営業業務である。

には，２割５分近くの格差に

差は約７％と概して小さいが

齢段階では格差は ％にまで

働者賃金，「派遣の相対賃金」

齢段階では最大４割となる。

，最終的にも格差が最も小さ

なる。営業の派遣賃金

，それでも第２年齢階

広がる。

は，物の製造業務では

対照的にソフトウェア

い。中間的な位置にあ

なお，この比

査」（ 年版）

らは約３倍にな

て，これを各月

との格差は一挙

派遣賃金

派遣労働者は

少しデータは

較には年間賞与等特別給与が

によれば，全国計で年間賞与

る。派遣の最も多く分布する

に分割すると ％となる。こ

に拡大する。

の自己評価

自分の給与をどのように評価

古いが，リクルートワークス

含まれていない。厚生労働省

は 歳代前半で所定内給与の

年齢層は 歳代後半なので

れを月例賃金に加算すること

しているのか。

研究所の「非典型雇用労働者

「賃金構造基本統計調

約２倍， 歳代後半か

，ここでは 倍をとっ

になるので，派遣賃金

調査 ―派遣編」に

よると，派遣労

と回答している

だと思う」比率

の ％に対し

最終学歴別に

がるとともに，

うに学歴と職種

働者の約４割（ ％）が派

。一方，「安いと思う」者も

は男女であまり差はない（男

，女は ％とやや開きがで

みると，大学・大学院卒業で

この率は下がる。ちなみに高

に相関があるから，職種間に

遣賃金を正規社員のそれと比

，やや少ないがほぼ同数（

％，女 ％）。ただし，

る。男性のほうが賃金不満度

「妥当だと思う」率が ％

校卒 ％，中卒 ％とな

ある「派遣の相対賃金」の格

べて「妥当だと思う」

％）いる。この「妥当

「安いと思う」率では男

はやや高いのである。

で最も高く，学歴が下

る。これは上で見たよ

差が反映しているので

あろう。

世間相場との

で ％，女で

最終学歴別では

とは学歴が下が

仕事内容に対

は４割弱（

比較で派遣賃金の妥当性を問

％を占める。「安いと思

，「妥当と思う」率がやはり

るとともにその率は低下する

して妥当かという設問では，

％）である。この妥当とする

うと，妥当とする比率が全体

う」比率はおのおの ％，

大卒・大学院卒業がもっとも

。

全体で約５割が妥当であると

比率は男 ％に対して，女

で約５割（ ％），男

％， ％である。

高く ％であり，あ

回答し，「安いと思う」

では ％とちょうど

％ポイント高

第５節 職務

第 表を見れ

として出発した

の指針に基づく

い。

分離と派遣賃金

ば明らかなように，もともと

派遣システムは 年のネガ

紹介予定派遣制度の解禁や

派遣対象業務の限定に基づい

ティブリスト方式への転換を

年３月からの「物の製造」

て基本的に専門職派遣

画期に，さらに 年

業務の解禁，医療関連

（ ）



派遣労働関係における賃金決定と賃金構造の分析（横山）

表

業務での一部

般事務や事務

の大半を占

の解禁等の追加的改正によっ

用機器操作，ファイリング，

めることになり（あわせて ％

て補強され，一般的な制度

物の製造など必ずしも専門

強である。ただし複数回答可），

化が図られるに伴って，一

性を求められない業務がそ

基本的な派遣システムが

一般派遣とし

いる正社員，

労働者との間

の機動力によ

同表で注目

に比べて条件

「物の製造」

ての性格に変質してきている

あるいはこれらの業務におい

に競合する関係が強められて

って，常用代替を推し進める

すべきはこれら一般派遣業務

が劣位である。賃金では労働

業務の賃金ランクは 位と最

。そのことによって，現在

て正社員になることを期待

いる。それは，今日の企業

という形で展開されている

は賃金，雇用の安定度のい

者構成比上位の３業務は中

下位に近い。上位３業務の賃

，これらの業務に従事して

している新規学卒者を含む

とりわけ大企業の人事戦略
）
。

ずれにおいても，専門派遣

位水準，続く構成比４位の

金水準 円から

円は賃金ラ

円から 円

雇用の安定

％であり，ソ

比率でも，こ

り高い。これ

ンク１位のソフトウェア開発

の差がある。

度に関しては，３ケ月未満契

フトウェア開発や機械設計の

れら３業務は ％前後であり

ら３業務の最頻契約期間は３

円，２位の機械設計

約比率では，構成比トップ

％前後に比してかなり高

，取引文書作成の約 ％を

ケ月から６ケ月であり，多

円に対して，時給で

の３業務はほぼ ％から

い。また，６ケ月未満契約

除いて，他の業務よりかな

くの専門派遣業務の６ケ月

（ ）

第 表 派遣業務別労働
間別件数

労働者構成比ランク別
派遣業務

１ 一般事務

者

労
構

２ 事務用機器操作

構成比

働者
成比

３ ファイリング

の上位 業務について

平均賃金※１
３カ月未
満派遣契
約件数比

（ ）

みた

６カ
満派
約件

（ ）

平均

月未
遣契
数比

（ ）

賃金，派遣契約期間別件

最頻派遣契約
期間※２

３年以
通算派
期間件
比

（ ）

数

上
遣
数

（ ）

及び通

（％

最頻
期間

（ ）

算派遣期

，円，ケ月）

通算派遣
※３

年（ ）

年（ ）

年（ ）

４ 物の製造

５ 案内 受付 駐車場等管理

６ 財務処理

７ 機械設計

７ 研究開発

９ ソフトウェア開発

取引文書作成

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） ―

（ ）

―

（ ）

年 （ ）

（ ）

年 （ ）

年 （ ）

―

年 （ ）

カ月（ ）

年（ ）

年（ ）

年（ ）

年（ ）

―

年（ ）

年（ ）

資料出所 厚生労働省「派遣労
注記 この業務は現在就い

※１ 派遣労働者総
く，総数 業務

※２ 同調査結果
分と，その構成
６ケ月以上１
満」を，「６

※３ ※２と同様
年未満，１年以

働
て
数
中
では
比
年未
１年
に表
上

者実態
いるも
の平均
の高い
派遣期
を示し
満，１
」の表
記して
３年未

調査」（ 年８月実施）より
のであり，複数回答も可であ
賃金は 円である。（ ）内
ほうからの順位である。
間の刻みを６つ設定し集計し
ている。なお，６つの区分は
年以上３年未満，３年以上で
記は「６ケ月以上１年未満」
いる。ただし，通算契約期間
満，３年以上の５つである。

作成
る。
は，

てい
，１
ある
のこ
の刻

同調査

るが，
ケ月未
。表中
とであ
みは，

結果として示されている「そ

各業務ごとにみて，もっとも
満，１ケ月以上３ケ月未満，
の例えば「３ ６」の表記は
る。（ ）内の数値は構成比
３ケ月未満，３ケ月以上６ケ

の他

構成
３ケ
「３
であ
月未

」（

比の高
月以上
ケ月以
る。
満，６

円）を除

い期間の区
６ケ月未満，
上６ケ月未

ケ月以上１



立命館経済学（第 巻・第４号）

表

から１年より短

グは ％を超え

これらを総合

短期の派遣契約

徴付けできる。

という特徴を持

あるが，単発の

い。しかし，３年以上の通算

ていて，専門派遣業務とあま

すると，現在の派遣を代表す

を反復更新して，結果的には

そして，これらではその雇用

つ。「物の製造」業務は，上

契約などが比較的多く，契約

派遣期間件数比でみると，事

り変わらない。

る事務系３業務は「細切れ契

比較的長く活用されることに

の不安定性と派遣賃金の中位

の３業務と比べると，１回の

を幾度も更新して反復するよ

務用機器やファイリン

約」といわれるような

なる不安定な雇用と特

水準がリンクしている

契約期間はやや長目で

うな傾向にはない。し

たがって通算期

業務は「やや長

い」といえる。

派遣契約期間も

ができる。しか

上通算派遣期間

％がもっと

間は短い。前３者の「短期契

目の短期契約・単発・短期通

それと下位ランクの低賃金が

比較的長く，通算の期間も概

しより厳密にいうと，通算期

比率は専門派遣の中ではソ

も高い。

約・反復更新・長期通算型」

算型」といえる。質的にはよ

セットされている。一方，専

して長く，賃金も比較的高い

間については業務内容によっ

フトウェア開発 ％がもっ

に対して，「物の製造」

り雇用の「安定度が低

門的派遣については，

という一般的特徴付け

て若干異なる。３年以

とも低く，財務処理の

次に同表を性

同表のように

ソフトウェア開

比較的単純で低

として注目され

門性も求められ

別に見たのが第 表である。

，男子は物の製造業務を除く

発などの専門派遣が上位を占

い賃金の業務を担う者が全体

る。他方，女子では，一般事

ず，賃金も中位である業務が

と，専門性が比較的に高く，

めている。なお，製造工程の

の３割近くを占めることは男

務，事務機器操作，ファイリ

圧倒的に多い。なお，注目す

賃金も高い機械設計や

組立・加工・検査など

子の派遣労働の二極化

ングなどそれほどの専

べきは第 表に示した

（ ）

ラ
ン
ク 派 遣 業 務

１ 物 の 製

２ 機 械 設

造

計

３ ソフトウェア開発

第

男

労働
構成

表 性別にみた派遣労働

ラ
ン
ク者

比
平均賃金※１

額 順位

１

２

３

者の職種

派

一

事 務

フ ァ

別構成と賃金

女

遣 業 務 労働者
構成比

般 事 務

用 機 器 操 作

イ リ ン グ

平均賃

額

（％ 円，位）

金※１

順位

４ 一 般 事

５ 研 究 開

６ 事 務 用 機 器 操

７ フ ァ イ リ ン

８ 建 築 設 備 運

９ 販

務

発

作

グ

転

売

建 築 物 清 掃

４

― ― ５

７

８

９

財

案内 受

取 引

物

販

医 療

研

務 処 理

付 駐車場管理等

文 書 作 成

の 製 造

売

関 連 事 務

究 開 発 ― ―

資料出所 厚生労働省「派遣労
注記 この業務は現在就い

※１ 同調査結果に

働者実態
ているも
示されて

調査」（ 年８月現在）より
のについてである。構成比に
いる「その他」を除く， 業

つ
務

作成
いては複
の高い順

数回答である。
にランク付けをした。
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表

ように，これ

られる業務で

以上のこと

このことが男

この点を吟味

今日のわが

基本的に貫い

らの３業務は雇用の安定度で

の就業率はかなり低い。

は，派遣業務においても性別

性の派遣と対比した，女性の

しておく。

国における性別職域分離が派

ている。そのことが第 表に

は最下層近くに位置してい

の職域分離がかなり明確に

派遣労働の特徴を規定する

遣労働における職域間の労

示されているような派遣労

る。女子では専門性の求め

存在することを窺わせる。

ことになる（第 表）。次に

働力配分の原理としても，

働者の性別属性による派遣

労働の特徴の

る。女性の派

ト高い。これ

ズは比較的若

トが高く，そ

造」業務では

二つは，女

違いとして現れている。それ

遣労働者は平均年齢で男性よ

は第 表と関連させると，派

い女性に集中しているという

れなりの経験を求められると

，中高齢者も少なくないこと

性のほうが，高校卒の比率の

は一つには女子のほうが年

り約３歳若く， 歳以上

遣の最大業務領域である事

ことの反映である。一方，

いうこと，男性派遣でもっ

を反映して，女性より年齢

低さに現れているように，

齢構成が若いという点であ

歳未満比率で約 ％ポイン

務系派遣への派遣先のニー

男性は，専門派遣のウェイ

とも構成比が高い「物の製

構成が高くなっている。

高学歴層が多いという構成

上の特徴であ

以上比率で約

な業務である

学歴の女性に

子の主たる派

比較的高いの

ることの反映

る。女性は，男性と比べ，高

％ポイントも高い。これも

事務系業務への派遣先のニー

あるということを表わしてい

遣業務は案内・受付・駐車場

は，男性の最大の派遣業務で

である。専門派遣については

卒比率で約 ％ポイント低

前出第 表と関連させると

ズの中心はただ若い女性と

る。そこでは，高卒者の派

管理等，物の製造，販売等

ある「物の製造」の中心的

男性高学歴者が多いが，派

く，短大・高専プラス大学

，女性の派遣労働の支配的

いうだけではなく，若い高

遣は限られている。高卒女

である。男性の高卒比率が

な担い手が高校卒男性であ

遣業務全体の中での構成比

はそれほど高

三つは，女

労働者は，派

雇用関係の下

対応の一つと

女性は ％

くない。

性の場合，男性に比して，登

遣労働契約の終結と次の派遣

にはないという本来的に不安

して，複数の派遣会社に登録

とちょうど２倍のウェイトで

録型が多く雇用の不安定度

労働契約締結までの契約の

定な位置にある。したがっ

することとなる。登録型比

あり，１ケ所登録比率は男

はより大きい。登録型派遣

断絶・空白期間については

て，それを緩和するための

率は男性の ％に対し，

性の ％に対して，女性

（ ）

年 齢

平均年齢
歳以
歳未

者の比

男

上
満
率

第

高校
む 旧
学）の
率

女

総 数

表 男女別にみた派遣労働者

最 終 学 歴

（含
中
比
高専・短
大の比率

大学以上
の比率

常
型
用雇
の比

の属

雇用

用
率
登
比

性と雇用特性

タイプ

録型の
率

１カ所登
録型の比
率※１

毎日残業
者 の 比
率※２

労 働

２
に
度
の

時

３日
１回程
残業者
比率

（歳，％）

間

残業は全
くない者
の比率

資料出所 厚生労働省「派遣労働
注記 ※１ 登録型派遣労

※２ すべての労働
働
者

者実態
者のう
のうち

調査」（ 年８月現在）より作成
ち，１箇所の派遣元会社にだ
，ほとんど毎日残業している

け登
者の

録して
比率

いる者の比率



は ％にすぎ

している。

四つは，残業

立命館経済

ない。女性の登録型派遣労働

負荷については，女性は男性

学（第 巻・第４号）

者の内，およそ２人に１人が

より軽いとはいえ，「ほぼ毎

複数の派遣会社に登録

日残業がある」とする

者が約 ％いる

％，つまり

たっては尋常で

る」を加えると

では，厚生労働

ことも考えられ

る週もあった。

というのは驚きである。これ

３人に１人となる。「残業な

はない。「ほぼ毎日残業」が

，ほぼ３人に２人になり，「

省が過労死ラインと想定して

る。実際，ニコン裁判（派遣

に２ ３日に１日残業の有る

し」はわずか ％にすぎな

およそ２人に１人，これに

全く残業のない者」は 人に

いる週 時間を超える派遣労

労働者の過労自殺）の判決をみ

者の構成比を加えると，

い。男性の残業率にい

「２ ３日に１回残業す

１人にすぎない。これ

働者が少なくなくいる

ると，週 時間を超え

派遣労働者も

は 協定も締結

も少なくはない

い労働者」（雇

雇用者責任の曖

以上見てきた

らの雇用の不安

けで考察される

労働者である限り，法形式上

されないまま，保護を受けず
）
。派遣労働者は単に利用者

用調節弁）であるだけではなく

昧さという派遣労働に付きも

派遣労働者の性・学歴による

定度及び賃金水準の階層性，

べきではなく，正規雇用や他

は，労働基準法の適用を受け

裸のまま，過重な残業を強い

にとって「安価な労働者」（低

，「命の軽い労働者」とでも

のの特性から生まれている。

属性の類型，それらの職種原

これらの関係のあり方はたん

の非正規を含む雇用諸形態や

ることになるが，実際

られている派遣労働者

賃金），「使い勝手の良

言うのか。このことは，

理に基づく配分，それ

に派遣労働関係の中だ

請負・業務委託を含む

就労諸形態との

して考察される

第６節 派遣

第 表の派遣

ティとそれらの

かなり幅広く分

関連の中で，一国のトータル

必要がある。この点の一部は

労働者の賃金分布

賃金階層別の分布を見ると，

賃金の階層性の大きさを反映

布している。これは派遣の原

な労働力の配分システムの問

第２章で展開される。

賃金の分散が大変大きい。そ

している。下は 円未満

則自由化による専門派遣から

題，賃金構造の問題と

れは派遣業種のバラェ

から上は 円以上と

一般派遣までの業務の

幅広い分散の結

指定されている

するもの），平均

の 円まで

また政令で定

清掃 円（こ

以上の格差があ

果である。しかも前出の第

業務の中でも（政令指定業

時給で見てもっとも高い「ソ

ほぼ ％の開きがある。

める以外の業務いわゆる自

れは政令指定業務 号ではあるが

る（約 ％）。あわせると最高

表で示したように，同じよう

務は 業務だが，そのうち三つ

フトウェア開発」の 円

由化業務では，最高の営業

専門的ではない）まで上にみた

円から 円まで４割以

に専門派遣として政令

は特別な雇用管理を必要と

から最も低い財務処理

円から最低の建築物

専門派遣業務内のそれ

上の格差である。これ

は時給であるが

となる。その絶

第 表が教え

円未満層

る。しかし，こ

のほうが低位集

，これを月給に換算すると，

対額の差はおよそ 万円とき

る第２のことは，賃金の階

が総数では ％を占める。

の分岐点を一つ下げて

中型となる。

円×７時間× 日と

わめて大きい。

層性はかなり大きいが，分布

女子の ％に対して男子は

円未満層を見ると，男性

円×７時間× 日の差

は下方集中型である。

％とほぼ同型であ

％，女性 ％と男性

（ ）



派遣労働関係における賃金決定と賃金構造の分析（横山）

表

この男女の

いるといえる

賃金分布の違いは，前にみた

。男性では，相対的に高賃金

ように，男女による業務別

である専門派遣にそれなり

の構成比の違いを反映して

に分布している一方，かな

りの低賃金で

対し，女子の

に集中して分

第２章 派

ある「物の製造」業務にもっ

場合，高賃金への分布はほと

布している。

遣料金・派遣賃金決定を

とも多く分布しているので

んど見られず，中位ないし

めぐる派遣先・派遣元・派

，二極性を帯びているのに

，やや低めの水準のところ

遣労働者間の三面競争

第１節 派

第 表のよ

から 年の

道具・小道具

が３％未満と

財務処理（

械設計（２号

遣料金の推移と派遣構造の変

うに一般労働者派遣事業では

４年間の間に，派遣料金が

（ 号， ）の二つのみで

比較的小さく安定している

号）など６業務であり，３％

），事務用機器操作（５号），

化

， 年から 年の７年

上昇しているのは調査（９号，

あり，他はすべて低下を見て

のは，ソフトウェア開発（１

から ％までの中規模程度の

秘書（７号），取引文書作成（

間の間に，もしくは 年

）と放送番組等の大

いる。派遣料金の低下幅

号），ファイリング（８号），

低下を見ているのが，機

号）など 業種である。

％以上低下

るが，特に通

て大きい。こ

うに，一般労

としては絶対

一方，特定

しているのは放送機器操作

訳・翻訳・速記（６号）と

れら８業務はデモンストレー

働者派遣事業の派遣料金は近

的な低下傾向のなかにある。

労働者派遣事業では，派遣料

（３号），デモンストレーショ

インストラター（ 号）の低

ションを除いて，年々傾向

年若干下げ止まりを見せる

しかも下げ幅は業務によっ

金の変化の方向と幅とは，

ン（ 号）など８業務であ

下幅は ％以上ときわめ

的に低下している。このよ

ものもあるとはいえ，全体

て大きな差がある。

一般労働者派遣事業の場合

（ ）

第 表 賃

派遣時給階層

円未満

円 円

円 円

円 円

円 円

金階級別

総

派遣労働者の構成

数 男

（％，円

女

）

円 円

円 円

円 円

円 円

円以上

平均賃金

資料出所 厚生労働省「派遣労
注記 回答「不明」は，総

働者実態
数の ％

調査」（ 年８月現在）
，男の ％，女の ％である。平均賃

金は「不明」を除いて集計している。



立命館経済学（第 巻・第４号）

表

（ ）

政令
指定
業務 年

一

年

般労働者

全体平
均※１ ―

１号

２号

第 表 派遣

派遣事業

年 年

×

または

×

料金の推移

年

―

特定労働者派遣

年 年

事業

年

（円，％）

×

または

×

３号

４号

５号

６号

７号

８号

９号

号

号

号

号

号

号

号

号 ―

号 ―

号 ―

号

号 ―

号 ―

号

号

―

―

―

―

―

―

―

―

号 ―

号 ―

資料出所 厚生労働省各年度
注記 ※１ この全体平

※２ ここでの特
料金は実際の

均

１

「労働者派
は政令指
定労働者派
日平均の

遣事業の事業報告集計結果」
定の 業務以外の業務も含ん
遣事業の派遣料金は１人１日
賃金額であり必ずしも１日８

―

―

だものの平
８時間当り
時間就労し

均である
の平均額である。一方，一
ているとは限らないことを断

般労働者派遣
っておく

事業の派遣



派遣労働関係における賃金決定と賃金構造の分析（横山）

表

とはかなり異

インスト

定した業務が

上昇を見て

整備（ 号）

定労働者派遣

っている。添乗（ 号），広

ラクター（ 号）など大きく

８であり，全体としては安定

いるのは調査（９号），事業の

，アナウンサー（ 号），テレ

事業の派遣賃金は全体として

告デザイン（ 号），インテリ

低下した業務もあるが，料金

ないしは上昇基調にある（第

実施体制の企画・立案（ 号

マーケティング（ 号）の５業

絶対的に上昇する傾向にあ

アコーディネータ（ 号），

が上昇した業務が ，安

表）。 ％以上の大幅な

），建築設備運転・点検・

務である。このように特

る中で，上げ幅に大きな格

差を含む。

いま， ％

の上下変動

て，一般労働

ァイリング，

的な業務を例

第 表によ

以上の上下変動を，おのお

をおのおの「中規模上昇」型

者派遣事業と特定労働者派遣

機械設計，財務処理，受付・

にとって整理すると，以下と

るとファイリング（８号）は

の「大幅上昇」型，「大幅低下

，「中規模低下」型，－ ％か

事業との派遣料金変動の関

案内・駐車場管理等の派遣

なる。

一般「安定」・特定「安定」

」型とし，３％から ％

ら＋ ％を「安定」型とし

係を，事務用機器操作，フ

労働者の構成比の高い代表

型，ソフトウェア開発（１

号）は一般

幅上昇」型

下」・特定「

イリングは一

規模の低下か

ェア開発，特

設計，受付・

「安定」型・特定「中規模上

，事務用機器操作（５号）と

安定」型，機械設計（２号）

般，特定とも安定しているが

上昇を見ている。後者の変動

定の大幅上昇である場合が財

案内・駐車場管理と事務用機

昇」型，財務処理（ 号）は一

受付・案内・駐車場管理（

は一般「中規模低下」・特定

，それ以外は一方が安定し

する部分が特定の中規模の

務処理であり，一般の中規

器操作である。

般「安定」型・特定「大

号）等は一般「中規模低

「安定」型といえる。ファ

ていて，他方が中ないし大

上昇である場合がソフトウ

模の低下である場合が機械

しかし，い

動している。

ると，一般労

ている。ちな

派遣料金の格

以上を整理

ずれの場合も，特定と一般の

これは一般労働者派遣事業の

働者派遣事業の派遣料金は絶

みに，同じ厚生労働省の「

差は特定の 円に対して

すると，次の諸点が重要であ

派遣料金の格差がますます

派遣料金の相対的低下とい

対的に低下する中で，さら

年度派遣事業報告書」で

，一般は 円で ％

る。 政令指定 業務の中

特定に有利になる方向で変

える。前述したことと重ね

に相対的な低下を深化させ

見ると，８時間換算の平均

にすぎない。

にも専門性の如何によって，

（ ）

上昇型

％以上

％以上 未

３％以上 ％

安定型 ％以上＋

満

未満

％未満

％以下 ％未満

第 表 派遣料金の

一般労働者

―

―

―

， ， ， ， ，

変化

派遣

，

率別

事業

，

， ， ， ， ， ， ，

分類

特定労

， ， ，

， ，

， ， ，

， ， ，

働者

，

，

， ，

派遣

，

， ，

（号）

事業

，

低下型 ％以下

％以下

資料出所 前表を加工し，作成

％未満 ， ， ， ， ，

， ， ，
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表

料金にかなりの

さらに，同じ

っている。一つ

常用換算での一般

した登録型と常

階層性が存在すること。これ

業務であっても，一般と特定

は一般には多く登録型が含ま

労働者派遣事業労働者総数の

用型との料金格差である。同

は職種賃金としての派遣料金

で料金が大きく異なる。これ

れ（一般労働者派遣事業労働者

％），特定は常用労働者のみ

じ業務であっても登録と常用

の性格を反映している。

は二つの要素が絡み合

総数約 万人の ％，

であるという点を反映

で差が付く。二つは，

同じ業務・同じ

差に解消されな

さらに一つ付

できる特定労働

も，ますます小

第 表のよう

昇し，今や常用

常用であっても，派遣元が一

い，派遣という同じ雇用形態

け加えるべき重要な点は，こ

者派遣事業の常用型派遣労働

さな存在になりつつある。

に，派遣労働者総数に占める

型労働者の割合は全体のわず

般か特定かで差が出る。これ

の中での雇用タイプの差によ

のような相対的に高い派遣料

者は，派遣労働者の中では極

登録型労働者比率はこの 年

か ％にまで低下している。

らは職務差や専門性の

る料金差である。

金の恩恵に浴すことが

く少数派であり，しか

間で約 ％ポイント上

さらに，常用型派遣労

働者の中で，派

／ ）は 年前

国展開を遂げる

この 年間で約

者はいまや派

人と比

第１章で明ら

遣料金の高い特定労働者派遣

のおよそ ％から今では約

大手派遣会社を中心として一

％から ％へ約 ％ポイン

遣労働者総数 万人のわず

較しても， ％にすぎず，

かにした専門派遣から一般派

事業に雇用されている常用型

％に低下している。この常用

般労働者派遣事業が急速に拡

トの上昇を見ている。その結

か ％にすぎない。それ

年前の ％より ポイン

遣への流れ，登録型の台頭と

派遣労働者の割合（

型派遣の分野でも，全

大しているのである。

果，特定・常用型労働

を常用換算労働者総数

ト強低下させている。

登録型の多様化ととも

にここで明らか

の後退（ ／

格差を拡大しつ

第２節 マー

年と

にした常用型派遣の後退（

の低下， ％から ％へ）等

つ，全体の派遣料金を大きく

ジン率の推移と派遣賃金の変

年のデータでは，マージン率

／ の低下， ％から ％へ）

の破行的な展開が，下方弾力

圧迫している。

化

は全体平均で ％である。比

と特定労働者派遣事業

的な方向で派遣料金の

較的専門性の薄いファ

（ ）

第 表

派遣労働者総数

登録者数

常用派遣労働者数

一般・常用派遣労働者

一

数

特定・常用派遣労働者数

般・特定労働者派遣事業所別

年

（ ＋ ）

（ ＋ ）

の派遣労働者比率
（人，

年 年

％）

登録派遣労働者比率

一般・常用派遣労働者

特定・常用派遣労働者

資料出所 厚生労働省「労働者

比率

比率

派遣事業

×

×

×

報告」より作成
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表

イリング（

（ ％）など

専門性が求め

常に大きな開

率の開きは

表）。

％），テレマーケティング

が ％台で概して低く，ソ

られるものがマージン率が高

きが見られる。しかし，その

％ 約 ％であり，はるか

（ ％），取引文書作成

フトウェア開発（ ％），機

い構造となっている。業務

３年ほど前の 年と

に小さい。この間にどのよう

（ ％），事務用機器操作

械設計（ ％）など高い

によって約 ％ ％と非

年のデータでは，マージン

な変化が見られたのか（第

下の第 表

％から

低下したと

％も低下

他の５業種

ど大きくはな

ソフトウェア

のように，この３年間でマー

％へ ％ポイント上がっ

はいえ，わずか ％にすぎな

した結果である。そして，マ

はいずれもマージン率を約８

い。いずれも派遣料金の低下

が大幅な賃金の切り下げを行

ジン率が上昇しているのは

ている。それは，派遣料金が

いのに，派遣賃金はこの間

ージンは 円から

％ポイント低下させて

率は上のソフトウェア開発

なったのに対して，これら

，ソフトウェア開発のみで

円から 円に

円から 円へと

円へと約 ％上昇した。

いる。その下げ幅はそれほ

とあまり変わらないのだが，

では賃金をかなり上昇させ，

マージン率を

困難にするか

より詳細に

率はもっとも

率はもっとも

が次いで大き

切り下げる方向で対応してい

らであろう。

見ると，派遣料金下落率がも

抑制的であり，派遣料金低下

大きい。料金低下率が次いで

い。このように，派遣料金下

る。マージン率を維持する

っとも大きな受付・案内・

率がもっとも小さなテレマ

小さい事務用機器操作とフ

落・ダンピングの圧力をマ

ことは派遣労働者の募集を

駐車場管理等では賃金上昇

ーケティングでは賃金上昇

ァイリングでは賃金上昇率

ージン率の低下で吸収する

（ ）

全 体 平

ソフトウェア開発１

派遣料

均

号

機 械 設 計 ２ 号

第 表 派遣料金と派

金※ 派遣賃金 派遣日給※

年 年

― ―

遣賃金と

マージン
率※

年

－
×

―

― ― ― ―

の比較

派遣料金 派遣賃金 派

年 年

遣日給※
（円，％）

マージン率

年

－
×

事 務 用 機器操作５

フ ァ イ リ ン グ ８

財 務 処 理

取 引 文 書 作 成

受付 案内 駐車場管理等

テレマーケティング

号

号

号

号

号

号

資料出所 派遣料金は厚生労働省「派遣

― ― ―

労働事業報告」（平成 年度）による
派遣賃金は厚生労

注記 ※１ 一般労働者
※２ × 時
※３ （派遣料金－
※４ × 時

働
派
省「派遣
遣事業所
間
派遣賃金）
間

労働実態調査」（ 年８月現
の１日当たりの派遣料金

派遣料金×

在）による
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表

傾向が近年見受

ろん，このよう

元来，マージン

めには賃金を一

ターとして，大

けられる。そして，ダンピン

な関係が生じる背景としては

率が高過ぎたことがあるし，

つのインセンティブとする必

手派遣会社の総合人材ビジネ

グ率と賃金上昇率との間には

，一つは，派遣には法的なマ

二つにはより優秀な労働力を

要があるなども指摘できる。

ス化や営業所の全国展開に伴

逆の相関がある。もち

ージン率の規制がなく，

派遣として吸引するた

さらに，第三のファク

って，派遣契約総量の

拡大によって単

マージンとの調

る。そのような

派遣賃金の相場

第３節 派遣

いままで派遣

価当たりのマージン率の低下

整をする等で，マージン総量

力をもった大手の派遣会社が

形成において，支配的な力，

料金の基本性格と派遣賃金の

料金の決定や派遣賃金の決定

を吸収する，あるいは他の人

を拡大する余力が生み出され

，派遣先との料金交渉におい

パターンセッターとしての役

決定メカニズム

の実態の一部を素描してきた

材ビジネス事業からの

たという点も重要であ

て，また派遣労働者の

割を果たしつつある。

が，以下では，それら

も踏まえて派遣

派遣元企業に

れる。この限り

する対価であり

るといえなくも

らの支払いであ

方法を決定する

料金や派遣賃金の決定関係に

よる派遣料金の見積りは通常

では，派遣料金は派遣労働者

，それ以外のなにものをも含

ない。その意味でそれは一定

り，その作業遂行に際して，

かというプロセスの内容を問

ついて簡単に整理しておきた

，派遣時間単価に実働時間と

が行なった派遣先における派

まないことになる。それは，

の業務の委託をうけ，その完

受注者がどのように作業人数

わない一般的な商契約の一種

い。

消費税を乗じて算定さ

遣先のための労働に対

そのすベてが賃金であ

成に対しての発注者か

や作業時間，また作業

としての請負契約にお

ける請負代金と

るかの違いであ

請負において

揮命令，管理責

においては受注

か，減額された

は異なる。結果としての成果

る。

はプロセスの指揮命令，管理

任は発注側に帰属する。した

側が負い，当初約束された成

支払いを受けるが，派遣にお

の代償であるか，プロセスと

責任は受注側にあり，派遣に

がって，プロセス管理の失敗

果が達成されなければ請負代

いてはその責任は発注側が負

しての労働の対価であ

おいてはプロセスの指

の責任は，請負の契約

金の支払は拒否される

い，期待された業務の

（ ）
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量的・質的未

発注対象であ

価な業務遂行

派遣労働関係におけ

達成となるだけである。言い

り，受注者の選定における発

能力となる。派遣においては

る賃金決定と賃金構造の分析（横山

換えれば，請負においては

注者の直接の関心は受注者

発注対象は人の労働力であ

）

成果の完成，業務の達成が

の総体としての適切かつ安

り，決定された発注者の要

望にできるだ

負と派遣であ

しかし，現

を求める。請

セスに口を出

また，派遣に

よって採用類

け適った労働者を選定し，派

る。

実には業者の利潤追求の本性

負においては発注者が本来的

し，請負労働者の作業と時間

おいても発注者は事前の特定

似行為を行ない，実質的な雇

遣することが受注者に求め

は派遣，請負のいずれにも

には受注者の管理のもとに

の指揮と管理に干渉する。

行為やそれが叶わなければ

用関係を展開する。これは

られる。これらは本来の請

，本来のあり方からの逸脱

あるはずの業務遂行のプロ

いわゆる偽装請負である。

中途解約や差し替え要求に

二重の雇用関係の発生であ

り，労働者供

の枠組みに挑

しかし，派

るものの存在

間×（消費税

出と帰属の関

（派遣時間賃金

派遣会社の職

給事業に接近している。この

戦する。

遣料金はイーコル派遣賃金で

はすべて中間搾取であるとい

）という見積り方式はただ便

係を判断することは必ずしも

×実働時間）＋派遣の間接賃

員人件費＋その他＋手数料と

ように請負は派遣を慕い，

あり，派遣料金と派遣賃金

う主張に対しては，派遣料

宜的に採用されているのであ

妥当ではないという反論も

金（法定福利費＋法定外福利費

いうような派遣賃金と他経

派遣は直接雇用に憧れ，法

の差額としてのマージンな

金＝派遣時間単価×実働時

って，ここから成果の創

ある。派遣料金＝派遣賃金

）＋募集費＋事務所経費＋

費を分離する見積りをすれ

ばよいだけの

遣賃金と手数

負担すべき部

わば一種の立

ただし，派遣

福利厚生条件

いては派遣労

ことという。なおより正確に

料金以外は，もし派遣先企業

分である。したがって，これ

て替え払いの請求に当たり，

の間接賃金に関しては，とく

の整備またその利用アクセス

働者の側に正当な請求権があ

はこれに消費税分が追加さ

が当該派遣社員を正社員と

らを含めて料金設定して，

派遣元には当然その請求権

に登録型派遣では，社会保

状況が芳しくないというこ

るともいえる。したがって

れる。上の式において，派

して雇っていたなら，当然

派遣元が請求するのは，い

はあり，帰属は正当となる。

険加入状況や派遣会社での

ともあるので，その分につ

，この部分はマージンから

はずし，派遣

遣賃金」説に

しかし，現

それは次の二

紹介手数料は

らは原則とし

場合，１回契

労働者に帰属させるというこ

は無理があることになる。

在のマージン（平均 ％）が

つの視点である。一つは，職

企業に対して年収の ％を上

て取れない
）
。しかも，紹介手

約が成立すれば，それが継続

とも考えられる。いずれに

妥当な水準であるかどうかは

業紹介の手数料システムと

限に設定することが法的に

数料は紹介が成功した時，

する限り，派遣会社には継

せよ「派遣料金イーコル派

別途検討が必要となる。

のバランスである。現在の

定められている。求職者か

１回のみであるが，派遣の

続してマージンが確保され

ることになる

の点を考える

めの法規制が

は社会保険料

二つは，既

の上昇傾向に

。継続にかかわって新たな追

と，現行のマージン率の相場

「中間搾取」の排除のために

負担などを含めて， ％程度

に見てきたように，現在，派

ある業務や横這いで推移して

加経費がかかるとしてもそ

は高いともいえる。妥当な

求められる。ある労働者供

が妥当ではないかと言う。

遣市場が拡大しているにも

いる業務を含みつつも，傾

う大きなものではない。こ

マージン率の上限設定のた

給事業を営む労働組合幹部

関わらず，派遣料金は一部

向として低下している。こ

（ ）



の派遣先企業か

ている面も少な

較的高い水準に

立命館経済

らのダンピング圧力のもと，

くない。その際，「適正な」

保つとも考えられる。ここで

学（第 巻・第４号）

過当競争の渦中にある派遣会

純利を確保するため，派遣元

は派遣先によるダンピング圧

社が値下げを強要され

は粗利益率の水準を比

力は最終的には派遣労

働者の賃金に転

ずしもそのよう

うることは状況

それゆえ，派

より派遣料金の

従事する派遣先

では派遣労働を

嫁されることになる。理論的

なストレートな対応関係では

の如何によって現実に起こり

遣賃金の安定を図るためには

設定の「適正化」が求められ

企業の正社員の１人当たり労

利用するメリットが派遣先企

にはそのように想定されうる

ないことを先に見た。とはい

うることである。

，マージン率の「適正化」も

る。その水準設定の一つの基

働費用と派遣料金の均衡を図

業には何もないという反論が

としても，現実には必

え，理論的に想定され

さることながら，なに

準は，まず同一業務に

るものであろう。これ

出そうだが，それであ

ればそれで良い

派遣労働を臨時

とはない。そこ

なお，フランス

求める立場もあ

が続く中では，

つまり派遣先の

には有効といえ

。常用代替の回避が実効性を

的・一時的派遣として活用す

では常用代替を回避するとい

やドイツを例にとって，同一

る。それはそれで正当な要求

派遣元への圧力が強く，派遣

労務管理へのプレッシャーこ

る。第１章第４節の で正社

確保することになる。ただし

るメリットを持ち続ける限り

う立場をとった派遣法の当初

業務に従事する正社員の賃金

であるが，それのみでは派遣

先の負荷は軽微である。労務

そ常用雇用代替阻止と均等条

員と派遣社員との賃金比較を

，それでも，派遣先は

，その利用を止めるこ

の精神が蘇るのである。

との均等待遇の原理を

料金のダンピング圧力

費用レベルでの均等化，

件の実効性確保のため

行ない，相当な格差が

あることを見た

定内給与の ％

んだ料金が設定

ることは明らか

なお，上のパ

派遣賃金問題に

場の発展の段階

。特別所与を含めれば平均し

程度になる法定福利費等の間

されたとしても，派遣先には

である。

ラグラフでは，マージン率の

おけるこの課題の重要性は否

，派遣労働関係の深化の段階

て ％以上の格差になる。さ

接賃金が加われば，たとえ

派遣労働を利用する十分なコ

「適正化」については留保し

定されることはない。ただし

との関連において，異なる意

らに，それにその他所

％近くのマージンを含

スト上のメリットがあ

たが，一般的にいえば，

，この重要性は派遣市

味と程度を有する。こ

の課題は，派遣

未成熟であり，

映して，派遣料

高利潤が保障さ

低さと相俟って

を替え，派遣料

徐々に引き下げ

法が成立した当初は派遣賃金

業者の数，その供給力は派遣

金は派遣元の言い値に近く決

れた。しかし，この高利潤構

，やがて派遣業界の過当競争

金の引き下げ圧力を強めるこ

る以外には残されていなかっ

を圧迫する主要な問題であっ

労働へのニーズに対し，不足

定され，さらに ％近い高い

造は，開業のための最低必要

を誘引することになり，派遣

とになった。これへの派遣元

た。というのは，この派遣料

た。当初は派遣業界も

基調にあったことを反

マージンが設定され，

資本量等の参入障壁の

先と派遣元との力関係

の対応がマージン率を

金引き下げ圧力を主と

して派遣賃金の

者の獲得力を弱

遣料金・高マー

率」のもとでの

派遣賃金の段階

このように，

切り下げのみによって吸収し

めることに がるからである

ジン率」のもとでの低派遣賃

低派遣賃金の段階を経て，「

へと変化を遂げてきている。

派遣料金の決定を巡る派遣先

，マージン率を従来水準に維

。こうして低い派遣賃金を巡

金の段階から，「圧迫される

低派遣料金・緩和されたマー

と派遣元との競争関係，派遣

持することは派遣労働

る問題の性格は「高派

派遣料金・高マージン

ジン率」のもとでの低

賃金を巡る派遣元と派

（ ）



遣労働者との

係の質を規定

全体の中で派

派遣労働関係におけ

競争関係，その二層で構成さ

する側面が強まり，全体とし

遣先の支配力が強まるととも

る賃金決定と賃金構造の分析（横山

れる派遣の競争構造は，漸

ての重層的な性格をより強

に，派遣元と派遣労働者が

）

次，前者の関係が後者の関

く帯びつつある。それは，

，ともに派遣先に圧迫され

る共通利害関

体の関係の中

作用力の中で

力」の行使の

第４節 派

「物の

係のもとに位置する存在にな

での今日の主側面ではあるが

も，依然として派遣元がその

側面も残る。

遣と請負における料金決定・

製造」業務において低迷する

りつつあることを意味する

，同時に，副側面として，

圧力を派遣労働者に転嫁す

賃金決定メカニズムの接近

派遣・請負料金

。しかし，この関係が，全

以上のような主側面の強い

るという「限定された支配

派遣や請負

低迷している

るものが少な

原因としては

ること，その

規開業の急拡

遣業者や請負

壁の低さがそ

等の需要は急速に拡大してい
）
。一部には上昇に転じたもの

くない。その結果はほぼ派遣

以下のものがある。一つは派

背景には派遣先企業や発注企

大がある。廃業もあるとはい

業者数の伸長は派遣や請負の

れを可能ならしめている
）
。一

るにもかかわらず，いずれ

，下げ止まったものもある

賃金や請負賃金の動向に反

遣会社間の，また請負企業

業の需要が拡大する中での

え，それらを数倍する開業

ニーズの伸びを超えている

般労働者派遣事業の許可基

の料金も上がるどころか，

が，依然として低下を続け

映されている。その背景と

間の受注競争が激化してい

，派遣企業や請負企業の新

によって，総体としての派

。両業のもともとの参入障

準は比較的緩いし，特定労

働者派遣事業

ずれも，初期

ができる。そ

月から解禁さ

争環境は厳し

二つはグロ

競争の影響で

の場合は届出で良いし，請負

投資としては事務所経費と職

のこととあわせて，生産請

れたことによって，あらたに

くなる。

ーバル化する競争環境と依然

ある。アジアの低コスト商品

にいたっては全く許認可を

員の若干の人件費さえあれ

負会社にとっては，「物の製造

派遣大手がこの分野に展開

続くデフレと景気の低迷の

との競争は発注企業にます

必要としない。さらに，い

ば，開業に漕ぎ着けること

業務」の派遣が 年３

してくることでいっそう競

中での製品市場での低価格

ます労働投入量調整の柔軟

化と人件費構

期的な経営戦

このように

競争が展開

先・発注企業

かし，近年は

をも上回る勢

造の弾力化を志向させる。そ

略，その一環としての人事戦

して，派遣料金や請負料金の

されるもと，ダンピングを迫

が基本的にイニシァティブを

派遣人材や請負人材に対する

いで増加し，全体として料金

の方向性は単なる短期的な

略として追求される。

決定においては，派遣元・

る派遣先・発注企業の優位な

取って料金の決定とダンピ

発注企業の需要の急速な拡

の下げ止まり傾向を生み出

対応としてではなく，中長

受注側の受注をめぐる過当

位置が確立される。派遣

ングを迫る構図となる。し

大はそれらの供給力の伸び

している。勿論，それは業

種によって異

しかし，派

金を巡る派遣

遣先企業間な

との間の，あ

を通して第二

なる展開をみていることは言

遣や請負の賃金の決定過程は

企業間ないし請負企業間競争

いし請負企業・発注企業間の

るいは請負企業と請負労働者

段階として，展開される。

うまでもない。

，直接雇用の賃金決定とは

，派遣先企業間ないし発注

競争という第一段階を経て

との間での派遣賃金ないし

異なり，派遣料金，請負料

企業間の競争，派遣元・派

のち，派遣元と派遣労働者

請負賃金の決定を巡る関係

（ ）



派遣・請

今日，料金の

いるのか。東大

立命館経済

負料金決定の主導権と派遣・

決定の主導権は，派遣先・発

社会科学研究所の「第２回

学（第 巻・第４号）

請負賃金決定の主導権

注会社と派遣元・請負会社の

生産請負会社の経営戦略と人

，いずれに掌握されて

事戦略に関する調査」

（ 年，営業所

という設問に対

示した単価で決

約 ％が単価の

た単価で決まる

はおのおの

派遣労働者や

調査分）によれば，請負単価

する回答（ 営業所）では，

まることが多い」 ％，「

決定において取引先に主導

」「自社の提示した単価で決

％， ％であり，合わせて

請負労働者の価格形成力を規

を決定する際に自社の意向を

「半々程度」が ％を占める

ほぼ毎回取引先の提示した単

権があるとしている。一方，

まることが多い」と，請負会

も ％にすぎない。

定するものは業務毎に決まる

どの程度反映できるか

とはいえ，「取引先の提

価で決まる」 ％と，

「ほぼ毎回自社の提示し

社の主導性を認めるの

労働力需給状況と労働

力の質と交渉力

に強い交渉力と

なので，ここで

らは切り放され

はマージン率の

その際，マージ

ば，料金の改定

出調査によって

である。専門性が高く，しか

価格形成力をもつ。ただし，

いう交渉力は個別的な交渉力

ているという限界をもつ。こ

管理を通じて，派遣賃金や請

ン率の安定，粗利の安定が重

はほぼそのまま賃金の改定に

見ると，「賃金改定の契機は

も需要に対して量的に不足基

派遣や請負の場合，組合に組

であり，本来の意味での交渉

のような状況下では，基本的

負賃金を主導的に決定できる

視されるので，労働力の確保

結びつく。いま，請負の場合

何か」という設問に対して，

調にあるものは相対的

織されていることは稀

力である集団的交渉か

に派遣会社や請負会社

し，現にそうしている。

難等他の事情がなけれ

を例に，東大社研の前

請負会社（回答営業所数

）のうち，

見直しがなくて

目できる。あわ

場監督者や管理

を強めることで

見える。

なお，派遣も

％が「請負単価の見直しが

も上げる」という回答も４

せて，同調査は賃金改定の基

者への就任」 ％，「作業

，業務の高度化を図るための

請負も，事業発足当時は，業

あれば，上がる」と回答し

割（ ％）近くあることは労

準も聞いているが（複数回答

の習熟度」 ％など，一律

人材管理の構築という生産請

者の極端な不足という状況も

ている。なお，「単価の

働力確保対応として注

可），その回答では「現

管理ではなく個別管理

負会社の戦略の一面が

あって， ％近いマー

ジンを取る者も

業による締め付

現在の請負企業

の会社が位置し

事業と請負事業

展開はこのよう

派遣と請負と

少なくなかったが，後，全体

けの影響で，マージン率の

のマージン率については第

ている。これは前述した派遣

との「棲み別け」による事業

な状況を背景にすすむ。

の相補的な関係は多様な業務

としての事業発展の中で，派

「適正化」を伴いつつ，料金ダ

表のようであり，ほぼマージ

のマージン率ともほぼ同じ水

的な収斂傾向が見て取れる。

において今後本格的に展開し

遣先企業や請負利用企

ンピングが展開した。

ン率 ％ ％に ％

準である。ここに派遣

人材ビジネスの総合的

ていくことが予測され

るが，現在のと

働経済動態調査

６，「不足」

請負でも低い水

物の製造業務で

業による料金引

ころ，その中心的な業務は

」（ 年５月）によれば，技

，「 」は であるにもかか

準に釘付けなのである。その

率先して使っているのが自動

き下げ圧力が強く作用してい

「物の製造業務」である。とこ

能工の過不足状況についての

わらず，市場とは離れて，技

理由を考える際に，重要なの

車・電機などの大企業である

る。厚生労働省「派遣労働者

ろで，厚生労働省「労

企業の判断は「過剰」

能工の賃金は派遣でも

が，今，請負や派遣を

点である。これら大企

実態調査」（ 年８月

（ ）



派遣労働関係における賃金決定と賃金構造の分析（横山）

現在）は「物

が，従業員

模では ％で

の製造」業務を行なう請負労

人以上規模が断然多く約６

あると教えている。

働者がいると回答した企業の

割であり，次いで 人

規模別構成を示している

規模約４割， 人規

立命館大学

専任講師他）

て， 年

全派遣事業所

に基づく分析

労働システム研究会（代表横

と京都自治体問題研究所は，

月に「京都府下派遣企業実態

（約 ）を対象とした。有効

は機会を改めて，行うことに

む す び

山政敏，伊藤大一立命館大学非

京都府下における派遣労働の

調査」を実施した。これは

回答率は約 ％であった。

なるが，本稿との係わりで

常勤講師，平尾智隆愛媛大学

総合実態調査の一環とし

郵送調査であり，京都府下

その詳しい調査報告とそれ

重要な設問項目のいくつか

について結果

集中度に関す

約であると回

派遣ないし請

容に応じて派

中途解約

所在は派遣ス

の数値のみ，一般派遣事業所

る設問では，当該派遣元企業

答した企業が約１割，３ケ月

負を展開している事業所は全

遣と請負を使い分けていくと

に関しては約 ％の派遣元が

タッフや派遣元企業にはなく

分に限定して，以下列挙し

の全派遣契約件数のうち，

未満では ％となる。 現

体の約半数，そのうちの６

いう「棲み分け」を選択し

その発生を確認している。

，派遣先企業にあると認識

ておく。 派遣契約期間の

％以上が１ケ月未満の契

在「製造の業務」に関する

割は今後ともその業務の内

ている。

しかも，その主たる責任の

している派遣元企業が約６

割に及ぶ。さ

元は１割にみ

があるを合わ

物の製造業務

を予定する業

派遣単価

らに中途解約の対応に関して

たない。 紹介予定派遣に関

せて６割強が積極的である。

など比較的スキルの高くない

務では 関連や病院等での

の推移に関しては，「横這い

，派遣先に関連会社等への

しては，現在実施している

現在実施している業務分野

ものが３分の１近くを占め

医師・看護師派遣などが高い

の業務が多い」が約５割の回

紹介を要請したとする派遣

あるいは今後実施する予定

では，意外にも事務業務や

ている。しかし，今後拡大

ウエイトを占めている。

答，「下がっている業務が

（ ）

第 表 請負の

％未満

％以上 ％未満

％

％

％

マ―ジン

％

率
（％）

％

％以上

資料出所 東大社研調査「第
戦略と人事戦略に関
調査分）」

２回生産請
する調査

負会社の経営
（ 年営業所



多い」は ％弱

る。 雇用申し

答が約 ％であ

立命館経済

である。人件費比率では

込み業務の履行状況について

り，「履行しているクライア

学（第 巻・第４号）

％が５割弱で最も多いが，

は「履行しているクライアン

ントが多い」は ％弱にすぎ

％も２割近くあ

トは少ない」という回

ない。

） 木村隆

から産業

なる。「雇

） 三好正

れをベー

『現代日本

之氏は日本の戦後雇用政策の展開

的な“活用”政策へと基調を転換

用政策の展開」（京都大学経済学

巳氏は雇用形態の多様化を促進す

スに大企業がすすめる雇用管理

の労働政策』青木書店， 年

注

過程を概括し， 年代半ば以降

させたとする。まさに派遣法は

会『経済論叢』第 巻第１号，

る労働政策の展開を「労働基準

が労働関係の構造化をもたらすと

。

，雇用政策が“保障”政策

その画期に登場したことに

平成 年１月）。

の階層化」と概念化し，そ

理論化する。三好正巳編

） 厚生労

ト・アル

に大幅に

％へ

のはパー

ている。

） 澤田幹

いる（『金

しては，

働省が実施した「企業が求める

バイトの採用予定数は 年度の

減少している。 年度では採用

増加したことの反映である。とは

トのみである。契約社員は ％

「雇用形態多様化の諸相 」は人

沢大学経済学部論集』 巻２号

「多角化・多様化する人材ビジネ

人材の能力等に関する調査（

人（全体採用数の ％）

予定者の中で中途採用正社員比

いえ非正規労働の中で絶対的に

から ％へ，派遣労働者は

材ビジネスの展開の背景とその

， 年３月）。また，人材ビジ

ス」がある。（日本労働研究機

年度）」によると，パー

から 人（ ％）

率が前年に比べ ％から

も相対的にも減少している

％から ％へと増加させ

戦略について詳しく述べて

ネスへのヒアリング調査と

構資料シリーズ ，

）

） その他

弁護士，

る。

） なお，

クト型業

） 東京都

ると，平

禁止業務としては，紹介予定派遣

司法書士，公認会計士等いわゆる

年の改正で派遣期間制限がな

務」，「日数限定派遣業務」，「育児

労働局需給調整事業部「平成 年

成 年度において労働部が行なっ

を除く病院等における医師や看

「士業の業務」や人事労務管理

くなった業務として政令指定の

・出産・介護休業取得者の代替

度における労働者派遣，民営職

た派遣業および職業紹介業に対

護士などの医療関係業務，

・協定の締結業務などがあ

業務以外では「プロジェ

派遣」等がある。

業紹介事業所の動向」によ

する是正指導総件数

件中，「特

） 年

業は原則

やビル

られ，労

三つのポ

る。後者

の雇用関

二重の雇

定のもののみに対しての派遣」

の派遣法制定以前では，職業安定

禁止されていた。しかし， 年

メンテナンス関係を中心に広汎

働者供給事業から派遣事業を概念

イントをもつ。一つは「自らの雇

は労働者供給事業として禁止され

係にある者」を派遣業から排除し

用関係」のもとにあっても，それ

は 件，全体の ％を占めてい

法 条で労働組合が実施するも

代にはいって，業務請負名目で実

に活用されることになり，これ

的に区別・分離し，派遣事業を

用する労働者」と「自らの支配

る。次いで，「自らの雇用する

労働者供給事業として禁止の対

を「業として営む」ものを労働

る。

のを除いて，労働者供給事

質的な労働者供給事業が

への法的な対応を政府は迫

公認した。その概念操作は

する労働者」との区別であ

労働者」であっても「二重

象とする。三つは，「同じ

者供給事業として禁止し，

出向と区

） 厚生労

（ ％）

ている。

あわせて

近いであ

答では「

別する。

働省「民間労働需給制度結果」（

が「よくある」，これに「たまに

派遣元では，あわせて約５割（

約３割（ ％と ％）と概し

ろう。なお，派遣先の事前チェッ

派遣先からの要請がよくある」が

平成 年）によると，事前面接

ある」 ％を加えて，約 ％

％と ％）があると回答し

て低い。当事者性のより強い前

クの項目で注目されるのは年齢

％，「たまにある」が ％

については労働者は約４割

が事前面接があると回答し

ている。一方，派遣先では

２者の回答のほうが真実に

制限であるが，派遣元の回

，合わせて ％が要請があ

（ ）



ると回

元の回

）

派遣労働関係におけ

答している。一方，派遣先の回

答がより真実に近いであろう。

年の派遣法の改定をめぐる国会

る賃金決定と賃金構造の分析（横山

答では合わせて ％弱（ ％，

審議において，労働組合側は登録

）

％）とかなり低い。派遣

型派遣の禁止，とくに短期派

遣にお

のこと

） 紹介

改めて

） とは

にすぎ

用を検

％

目に値

ける登録派遣の禁止を要求した

と一体で進む派遣料金の下方弾

予定派遣では，６ケ月の派遣期

試用期間を設定することはでき

いえ，この制度の普及状況はま

ない。利用したことのない事業

討中とするのは ％にすぎな

にすぎない。ただ女子では５割

する（以上厚生労働省「派遣労

。その根拠は，その雇用の不安定

力性に対する歯止めの必要性とい

間が実質的に試用期間としての意

ない。

だまだである。この制度を利用し

所のうち制度を知っているのは４

い。労働者の周知状況でもこの

近く（ ％）がこの制度を知っ

働者実態調査」 年８月現在）

性ということと合わせて，そ

う認識があった。

味をもつので，派遣終了後に

たことがある事業所は ％

割いるとはいえ，そのうち利

制度を知っているのは全体の

ていると回答しているのは注

。このようにこの制度の普及

状況は

可能性

） 自分

常，そ

から派

とを禁

者の知

） 派遣

由来す

まだまだであり，周知状況さえ

は小さくない。

の業務に関わる派遣料金がいく

れを明らかにしないためである

遣されている派遣労働者の賃金

止するからである。このように

る権利さえ阻害されているので

賃金の個別的性格は，一つには

るとともに，もう一つは派遣元

充分とはいえないが，女子労働者

らであるかについて多くの派遣労

。また派遣労働者は同じ職場，同

についても知らないことが多い。

して，派遣労働契約は個別交渉と

，正確なデータを入手することも

労働者の多くが未組織であり，交

の派遣賃金管理が会社によって異

の関心は高く，今後の展開の

働者は知らない。派遣先が通

じ業務で働く異なる派遣会社

派遣元が賃金について語るこ

して密室裡に行なわれ，労働

難しい。

渉力を持ちえないという点に

なり得ることによっても規定

される

派遣元

異なる

を禁止

） 人件

した見

のが一

したた

。同じ派遣先・同じ業務に異な

から受け取る賃金は，派遣先が

可能性があり，派遣元企業は労

しているほどである。

費の変動費化と雇用の柔軟な編

直しと絞り込みによって，それ

つは従来高卒男子の正社員によ

とえば「期間工」という名の契

る派遣元から派遣された労働者が

派遣元に支払う派遣料金が同じだ

働者が現場で賃金について他の派

成を二つの目標として従来正規労

らの少なくない部分を非正規雇用

って担われていた「物の製造業務

約社員，請負，派遣等の形式の

共働することは少なくないが

としても，派遣会社によって

遣会社の労働者と語り合うの

働力が担っていた業務の徹底

に置き換えている。象徴的な

」は同じ男子，高卒を中心と

「非正規雇用」に置き換えられ

ている

社員形

） 連合

とを

ない。

） ただ

また，

くの手

） 京都

。二つは従来，「一般職」という

式や派遣形態に置き換えられて

「派遣労働実態調査結果」（派遣

「知らなかった」労働者が約７割

し，ホワイトカラーの人材紹介

年収 万円以上の経営幹部，科

数料が取れる。

のある請負会社では工場内作業

名の正社員として採用されてい

いる。

労働調査平成 年）によると，

（ ％）に及び，「知っていた

では届出手数料制も認められてい

学技術者，高級熟練者について

や倉庫内作業，引っ越し助手に関

た短卒女子や大卒女子が契約

協定の締結が必要であるこ

」のは３割弱（ ％）にすぎ

るので ％近いものもある。

は求職者からも相場で ％近

して，請負をおこなっている。

年

男では

最も数

東京の

れば，

現在の料金は日勤４時間で男子

円，日勤９時間では男 円

円， 円， 円に，

が多いと思われるのは日勤８時

ある請負会社の請負料金は現場

「物の製造業務」の請負料金の

円であるという。その差は時間当

円，女子 円であり，日

，女 円となり，時間単位で

女は 円， 円， 円

間であり，その時間単価は男で

作業 円である。 産別

相場は 円から 円，一方

たり約 円，一日で 円と

勤８時間では男 円，女

は，時間数が増すにつれて，

と基本的に低下傾向にある。

円，女で 円となる。

の副書記長の小山正樹氏によ

請負賃金の相場は 円から

なり，マージン率は約 ％と

（ ）



なる。（『

） 東京都

よると，

立命館経済

月間労働組合』 ，「製造

労働局需給調整事業部の「平成

年度の東京都における労働者

学（第 巻・第４号）

業務の派遣解禁と課題」）

年度における労働者派遣，民営

派遣事業の新規開業と事業不更

職業紹介事業所の動向」に

新・廃業事業所数は，一般

労働者派

業所，

遣事業所ではおのおの 事業所

事業所である。おのおの開業が

と 事業所，特定労働者派遣事

廃業等を４倍強，７倍強上回って

業所ではおのおの 事

いる。

（ ）


